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lま

じ

め

中
央
教
育
審
議
会
の
答
申
（
平
成
一

O
年
九
月
）
に
お
い
て
「
教
育
長
に
ふ
さ
わ
し
い
人
材
の
育
成
・
確
保
」
（
第
二
章
一
二
）
の
必

要
性
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
教
育
長
が
そ
の
職
に
就
く
ま
で
ど
の
よ
う
な
キ
ャ
リ
ア
を
経
験
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
は
、
今
後
中
長
期
的
な
視
点
に
立
っ
た
教
育
長
の
人
材
の
育
成
や
確
保
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

本
論
文
で
は
、
全
国
調
査
を
も
と
に
、
市
町
村
教
育
長
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
が
ど
の
よ
う
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
実
態
を
中
心

に
考
察
す
る
。
主
な
検
討
課
題
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①
市
町
村
教
育
長
が
教
育
長
に
就
く
ま
で
に
ど
の
よ
う
に
キ
ャ
リ
ア
を
経
験
し
て
き
た
の
か
、
そ
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
過
程
を
明
ら
か

に
す
る
。

②
教
育
長
は
、
主
に
教
職
出
身
者
や
一
般
行
政
職
出
身
者
か
ら
リ
ク
ル
ー
ト
さ
れ
て
お
り
、
彼
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
職
務
遂
行
能
力
の
面

で
持
ち
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
教
育
長
が
そ
の
職
務
を
効
果
的
に
遂
行
し
て
い
く
た
め
に
は
、
教
育
委
員
会
に
お
け
る
主
要

ポ
ス
ト
の
人
事
上
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
果
た
し
て
人
事
が
そ
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
の
か

ど
う
か
。
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③
教
育
長
就
任
前
に
教
育
委
員
会
で
広
義
の
教
育
行
政
を
経
験
す
る
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
役
立
つ
の
か
。

な
お
、
本
調
査
は
、
市
町
村
教
育
長
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
関
し
て
実
施
し
た
一
九
九
七
年
調
売
の
結
果
を
追
試
す
る
目
的
を
持
っ
て
い
る
。



II 

調

査

方

j去

一
、
調
査
対
象

調
査
対
象
は
、
全
国
市
町
村
教
育
委
員
会
の
教
育
長
八

O
O名
で
あ
り
、
有
効
回
答
者
数
は
六
八
二
名
で
、
有
効
回
収
率
は
八
五
・
三

%
で
あ
る
。
回
答
者
の
性
別
は
男
性
九
九
%
（
六
七
五
人
）
、
女
性
一
%
（
七
人
）
で
、
年
齢
別
の
割
合
は
、
四
八
五
九
歳
一
七
・
七
%

（
一
一
二
人
）
、
六
O

六
四
歳
三
三
・
五
%
（
二
二
八
人
）
、
六
五
l
六
九
歳
三
四
%
（
二
三
二
人
）
、
七
O
ー
七
七
歳
一
四
・
八
%
（
一

O
一
人
）
で

あ
る
（
平
均
年
齢
六
四
・
二
歳
）
。
出
身
別
の
割
合
は
、
教
職
出
身
者
七

0
・
五
%
（
四
八
一
人
）
、
一
般
行
政
職
出
身
者
二
四
・
八
%

（
一
六
九
人
）
、
企
業
経
営
者
・
管
理
者
出
身
者
一
・
九
%
（
一
三
人
て
そ
の
他
二
・
八
%
（
一
九
人
）
で
あ
る
。
ま
た
勤
務
年
数
別
の
割
合

は
、
二
年
未
満
二
三
一
・
五
%
（
一
六

O
人
）
、
二
年
以
上
｜
四
年
未
満
三
一
・
一
%
（
一
二
二
人
）
、
四
年
以
上
！
八
年
未
満
三
二
・
五
%

（
一
二
二
一
人
）
、
八
年
以
上
一
二
・
八
%
（
八
八
人
）
で
あ
る
。
な
お
、
教
育
委
員
会
の
人
口
規
模
別
に
よ
る
教
育
長
の
割
合
は
、
五
千
人

未
満
二

0
・
一
二
%
（
一
三
七
人
）
、
五
千
人
以
上
｜
八
千
人
未
満
一
七
二
二
%
（
一
一
七
人
）
、
八
千
人
以
上
ー
一
万
五
千
人
未
満
二
三
・
五
%

（
一
五
九
人
）
、
一
万
五
千
人
以
上
三
万
人
未
満
一
七
・
五
%
（
一
一
八
人
）
、
三
万
人
以
上
五
万
人
未
満
七
・
二
%
（
四
九
人
）
、
五
万
人

以
上
一

O
万
人
未
満
七
・
七
%
（
五
二
人
）
、
一

O
万
人
以
上
｜
五

O
万
未
満
六
・
五
%
（
四
四
人
）
で
あ
る
（
無
回
答
者
を
除
く
）
。

二
、
調
査
期
間
二

0
0
0年
一
一
月
中
旬
1
一
二
月
上
旬

三
、
調
査
手
続

教
育
長
職
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
解
明
す
る
手
が
か
り
を
得
る
た
め
、
①
教
育
長
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
過
程
、
②
教
育
委

員
会
の
主
要
ポ
ス
ト
の
人
事
構
成
、
③
前
教
育
長
の
就
任
年
齢
と
在
職
期
間
に
係
わ
る
約
三
八
の
質
問
項
目
か
ら
な
る
「
市
町
村
教
育
長

の
職
務
意
識
に
関
す
る
調
査
」
（
第
四
次
調
査
）
を
作
成
し
、
郵
送
法
で
、
調
査
を
実
施
し
た
。
調
査
対
象
八

O
O名
の
教
育
長
は
、
文

部
省
教
育
助
成
局
地
方
課
監
修
「
全
国
教
育
委
員
会
一
覧
」
（
文
教
協
会
、
平
成
一
一
一
年
）
を
活
用
し
、
約
三
、
四
二

O
名
の
教
育
長
の
中
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か
ら
無
作
為
で
抽
出
さ
れ
た

（
指
定
都
市
、
学
校
組
合
等
を
除
く
）
。

Y
－a
A
 

Y
E－
A
 

τ

・E
A

結
果
お
よ
び
考
察

一
、
教
育
長
の
キ
ャ
リ
ア
形
成

（
一
）
教
職
出
身
者
の
キ
ャ
リ
ア
形
成

教
育
長
が
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
な
キ
ャ
リ
ア
を
経
験
し
て
い
る
か
を
探
る
た
め
、
先
ず
「
（
問
2

①
）
貴
殿
は
、
は
じ
め
て
教
師
に

な
ら
れ
た
の
は
、
何
歳
の
時
で
し
ょ
う
か
。
」
、
次
に
「
（
問
2

②
）
そ
の
時
（
最
初
に
）
勤
務
さ
れ
た
学
校
の
種
類
は
、
次
の
い
ず
れ

で
し
ょ
う
か
。
」
の
質
問
に
回
答
を
求
め
た
。
そ
の
結
果
、
教
職
出
身
の
教
育
長
（
Z
H
L巴
）
は
、
平
均
年
齢
二
二
・
二
一
歳
で
教
師
と
し
て

採
用
さ
れ
、
そ
の
時
勤
務
し
た
校
種
は
、
小
学
校
二
四
四
人
（
五
一
%
）
、
中
学
校
一
九
一
人
（
四
O
%
）
、
高
等
学
校
三
九
人
（
八
・
二
%
）
、

特
殊
学
校
二
人
（

0
・
四
%
）
、
そ
し
て
そ
の
他
二
人
（

0
・
四
%
）
で
あ
っ
た
（
無
回
答
者
三
一
人
）
。
教
職
出
身
の
教
育
長
の
場
合
、
は
じ
め

て
勤
務
し
た
学
校
は
、
小
学
校
が
最
も
多
い
も
の
の
、
中
学
校
と
折
半
し
て
お
り
、
高
等
学
校
勤
務
者
が
極
め
て
少
な
い
。

教
職
出
身
の
教
育
長
が
、
社
会
教
育
主
事
の
資
格
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
探
っ
た
と
こ
ろ
（
問
3
｜
①
）
、
七
八
人
（
一
六
・
四
%
）

が
「
（
1
）
持
っ
て
い
る
」
と
、
三
一
九
七
人
（
八
三
了
六
%
）
が
「
（
2
）
持
っ
て
い
な
い
」
と
回
答
し
た
（
無
回
答
者
六
人
）
。
ま
た
、

「（
1
）
持
っ
て
い
る
」
と
回
答
し
た
教
育
長
に
「
（
問
3

②
）
何
歳
の
時
に
、
社
会
教
育
主
事
の
資
格
を
取
得
し
た
か
」
を
尋
ね
た
と

こ
ろ
、
平
均
年
齢
三
九
・
九
歳
で
取
得
し
て
い
る
。

さ
ら
に
社
会
教
育
主
事
資
格
を
保
有
し
て
い
る
教
育
長
に
「
（
問
3

③
）
実
際
に
社
会
教
育
主
事
と
し
て
お
勤
め
に
な
っ
た
こ
と
が

ご
ざ
い
ま
す
か
。
」
を
問
う
た
と
こ
ろ
、
七
八
人
（
七
一
・
六
%
）
全
員
が
「
（
1
）
あ
る
」
と
回
答
し
た
。
な
お
、
こ
の
社
教
主
事
経
験
の
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あ
る
教
育
長
は
、
平
均
年
齢
四
二
・
一
歳
で
社
会
教
育
主
事
と
し
て
勤
め
て
い
た
（
問
3

④）。

次
に
、
指
導
主
事
に
つ
い
て
「
（
問
4
｜
①
）
貴
殿
は
、
指
導
主
事
と
し
て
お
勤
め
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
」
の
質
問
に
回

答
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
二
五
七
人
（
五
五
・
四
%
）
が
「
（
1
）
あ
る
」
と
、
二

O
七
人
（
四
四
・
六
%
）
「
（
2
）
な
い
」
と
回
答
し
（
無
回

答
者
一
七
人
）
、
過
半
数
の
教
育
長
が
指
導
主
事
を
経
験
し
て
い
た
。
そ
し
て
「
（
1
）
あ
る
」
と
回
答
し
た
教
育
長
に
「
（
問
4
1
2
）

初
め
て
指
導
主
事
に
な
ら
れ
た
の
は
何
歳
の
と
き
で
し
ょ
う
か
。
」
の
質
問
に
回
答
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
教
育
長
は
平
均
年
齢
四
四
・
五
歳

で
指
導
主
事
を
経
験
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
（
問
4
｜
③
）
貴
殿
が
、
最
初
に
指
導
主
事
と
し
て
勤
務
さ
れ
た
場
所
（
機
関
）
は
次

の
い
ず
れ
で
あ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
」
の
質
問
に
回
答
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
六
四
人
（
二
五
%
）
が
「
（
1
）
都
道
府
県
教
育
委
員
会
事

務
局
」
、
一

O
二
人
（
三
九
・
八
%
）
が
「
（
2
）
教
育
事
務
所
」
、
六
六
人
（
二
五
・
八
%
）
が
「
（
3
）
市
教
育
委
員
会
事
務
所
」
、
一
六
人

（
六
・
三
%
）
が
「
（
4
）
町
村
教
育
委
員
会
事
務
局
」
、
そ
し
て
八
人
（
三
・
一
%
）
が
「
（
5
）
そ
の
他
」
？
ゲ
回
答
し
た
（
無
回
答
者
一
八

人
）
。
教
育
長
の
最
初
の
指
導
主
事
と
し
て
の
勤
務
先
は
、
教
育
事
務
所
が
最
も
多
く
、
次
い
で
市
教
育
委
員
会
事
務
局
と
都
道
府
県
教

育
委
員
会
事
務
局
で
あ
る
。

教
育
長
が
ど
の
程
度
教
頭
職
を
経
験
し
て
い
る
か
を
探
る
た
め
、
「
（
問
5

①
）
貴
殿
は
、
教
頭
に
な
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す

か
。
」
の
質
問
に
回
答
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
教
育
長
四
八
一
人
の
う
ち
、
コ
一
八

O
人
（
七
九
・
五
%
）
が
「
（
1
）
あ
る
」
と
、
九
八
人

（一一

0
・
五
%
）
が
「
（
2
）
な
い
」
と
回
答
し
た
（
無
回
答
者
三
人
）
。
約
八
割
の
教
育
長
が
教
頭
職
を
経
験
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま

た
、
「
（
1
）
あ
る
」
と
回
答
し
た
教
育
長
に
、
初
め
て
教
頭
に
な
っ
た
時
の
年
齢
（
問
5

②
）
と
勤
務
先
（
問
5

③
）
を
尋
ね
た
と

こ
ろ
、
平
均
年
齢
四
七
・
五
歳
で
教
頭
職
に
就
き
、
そ
の
時
の
勤
務
先
は
、
小
学
校
一
八
五
人
（
四
九
・
一
%
）
、
中
学
校
一
五
七
人

（
四
一
・
六
%
）
、
高
等
学
校
二
九
人
（
七
・
七
%
）
、
特
殊
学
校
四
人
（
一
・
一
%
）
、
そ
の
他
二
人
（
0
・五%）（

6
で
あ
っ
た
（
無
回
答
者
六
人
）
。

教
頭
と
し
て
の
初
め
て
の
勤
務
先
は
、
小
学
校
が
半
数
近
く
を
占
め
て
最
も
多
い
も
の
の
、
中
学
校
と
ほ
ぼ
折
半
し
て
い
る
。

教
育
長
が
管
理
主
事
を
ど
の
程
度
経
験
し
て
い
る
か
を
探
る
た
め
、
「
（
問
6
｜
①
）
貴
殿
は
、
管
理
主
事
を
経
験
さ
れ
た
こ
と
が
あ

-87 



り
ま
す
か
。
」
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
教
育
長
四
八
一
人
の
う
ち
、
一

O
二
人
士
二
・
八
%
）
が
「
（
1
）
あ
る
」
と
、
三
六
五
人
（
七
八
・
二

%
）
が
「
（
2
）
な
い
」
と
回
答
し
た
（
無
回
答
者
一
四
人
）
。
そ
し
て
「
（
1
）
あ
る
」
と
回
答
し
た
教
育
長
一

O
二
人
に
、
管
理
主
事

を
初
め
て
経
験
し
た
時
の
年
齢
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
（
問
6

②
）
、
平
均
年
齢
四
八
・
五
歳
で
初
め
て
管
理
主
事
を
務
め
て
い
た
（
無
回
答

者
一
三
人
）
。
な
お
、
初
め
て
管
理
主
事
を
務
め
た
と
き
の
勤
務
先
は
、
一
二
六
人
（
三
五
・
三
%
）
が
都
道
府
県
教
育
委
員
会
、
五
五
人

（
五
一
ニ
・
九
%
）
が
教
育
事
務
所
、
一
一
人
（
一

0
・
八
%
）
が
市
教
育
委
員
会
事
務
所
で
あ
り
、
教
育
事
務
所
で
の
勤
務
が
最
も
多
か
っ
た

（
町
村
教
育
委
員
会
事
務
所

O
人
、
そ
の
他
O
人）。

教
育
長
が
校
長
職
の
経
験
を
も
っ
て
い
る
か
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
（
問
7

①
）
、
教
育
長
四
八
一
人
の
う
ち
、
四
六
三
人
（
九
六
・
五
%
）

が
「
（
1
）
あ
る
」
と
、
一
七
人
（
三
・
五
%
）
が
「
（
2
）
な
い
」
と
回
答
し
た
（
無
回
答
者
一
人
）
。
ま
た
初
め
て
校
長
に
就
任
し
た
と
き

の
年
齢
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
（
問
7
｜
②
）
、
校
長
就
任
平
均
年
齢
は
五
二
・
六
歳
で
あ
っ
た
（
無
回
答
者
一
八
人
）
。
さ
ら
に
そ
の
時
の
勤
務

先
と
し
て
（
問
7

③
）
、
二
四
九
人
（
五
四
・
一
%
）
が
小
学
校
、
一
六
四
人
（
三
五
・
七
%
）
が
中
学
校
、
三
八
人
（
八
二
二
%
）
が
高
等

学
校
、
四
人
（

0
・
九
%
）
が
特
殊
学
校
、
そ
し
て
五
人
（
一
・
一
%
）
が
「
そ
の
他
」
を
挙
げ
た
（
無
回
答
者
一
二
人
）
。
校
長
と
し
て
の
初

め
て
の
勤
務
先
は
、
小
学
校
が
過
半
数
と
最
も
多
く
、
次
い
で
中
学
校
で
あ
り
、
高
等
学
校
経
験
者
は
僅
か
で
あ
る
。

な
お
、
教
職
出
身
の
教
育
長
は
、
平
均
年
齢
六
一
・
二
歳
で
初
め
て
教
育
長
に
就
任
し
て
い
た
（
問
8
）
（
無
回
答
者
三
人
）

0

と
こ
ろ
で
、
教
育
長
が
こ
れ
ま
で
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
過
程
で
、
教
師
、
教
頭
、
そ
し
て
校
長
と
し
て
ど
の
よ
う
な
学
校
に
勤
務
し
て

き
た
か
、
勤
務
経
験
の
あ
る
学
校
の
種
類
を
そ
れ
ぞ
れ
探
っ
た
と
こ
ろ
、
教
師
と
し
て
は
（
問
9
）
、
教
育
長
四
八
一
人
の
う
ち
、
九
七

人
（
二

0
・
四
%
）
が
「
（
1
）
小
学
校
の
み
」
を
、
二
一
四
人
（
二
六
・
一
%
）
が
「
（
2
）
中
学
校
の
み
」
を
、
二
八
人
（
五
・
九
%
）
が

「（
3
）
高
等
学
校
の
み
」
を
、
一
八
四
人
（
三
八
・
七
%
）
が
「
（
5
）
小
学
校
と
中
学
校
」
を
、
一
三
人
（
二
・
七
%
）
が
「
（
6
）
中
学

校
と
高
等
学
校
」
を
、
二
人
（
0
・
四
%
）
が
「
（
7
）
小
学
校
と
高
等
学
校
」
を
、
五
人
（
一
・
一
%
）
が
「
（
8
）
小
学
校
と
特
殊
学
校
」

を
、
五
人
（
一
・
一
%
）
が
「
（
9
）
中
学
校
と
特
殊
学
校
」
を
、
そ
し
て
一
八
人
全
一
・
八
%
）
が
「
（
刊
）
そ
の
他
」
を
経
験
し
て
い
た
。
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「（
4
）
特
殊
学
校
の
み
」
を
経
験
し
た
者
は
皆
無
で
あ
っ
た
（
無
回
答
者
五
人
）
。

ま
た
、
教
頭
と
し
て
は
（
閉
山
）
、
教
育
長
四
八
一
人
の
う
ち
、
一
二
六
人
（
三
五
%
）
が
「
（
1
）
小
学
校
の
み
」
を
、
一
二
四
人

（
三
四
・
四
%
）
が
「
（
2
）
中
学
校
の
み
」
を
、
二
八
人
（
七
・
八
%
）
が
「
（
3
）
高
等
学
校
の
み
」
を
、
二
人
（

0
・
六
%
）
が
「
（
4
）

特
殊
学
校
の
み
」
を
、
二
一

O
人
（
八
・
七
%
）
が
「
（
5
）
小
学
校
と
中
学
校
」
を
、
一
人
（
0
・
三
%
）
が
「
（
8
）
小
学
校
と
特
殊
学
校
」

を
、
四
八
人
（
一
三
・
三
%
）
が
「
（
9
）
中
学
校
と
特
殊
学
校
」
を
、
そ
し
て
一
人
（
0
・
三
%
）
が
「
（
叩
）
そ
の
他
」
を
経
験
し
て
い
た
。

「（
6
）
中
学
校
と
高
等
学
校
」
と
「
（
7
）
小
学
校
と
高
等
学
校
」
を
経
験
し
た
者
は
皆
無
で
あ
っ
た
（
回
答
者
は
三
六

O
人
、
無
回
答

者
一
二
一
人
）
。

さ
ら
に
、
校
長
と
し
て
は
（
間
口
）
、
教
育
長
四
八
一
人
の
う
ち
、
二
二
九
人
竺
二
・
三
%
）
が
「
（
1
）
小
学
校
の
み
」
を
、
一
一
九

人
（
二
六
・
八
%
）
が
「
（
2
）
中
学
校
の
み
」
を
、
三
九
人
（
八
・
八
%
）
が
「
（
3
）
高
等
学
校
の
み
」
を
、
四
人
（

0
・
九
%
）
が
「
（
4
）

特
殊
学
校
の
み
」
を
、
二
一
四
人
（
二
七
・
九
%
）
が
「
（
5
）
小
学
校
と
中
学
校
」
を
、
一
人
（
0
・
二
%
）
が
「
（
6
）
中
学
校
と
高
等
学

校
」
を
、
一
人
（
0
・
二
%
）
が
「
（
7
）
小
学
校
と
高
等
学
校
」
を
、
四
人
（
0
・
九
%
）
が
「
（
8
）
小
学
校
と
特
殊
学
校
」
を
、
一

O
人

（
二
・
三
%
）
が
「
（
9
）
中
学
校
と
特
殊
学
校
」
を
、
そ
し
て
三
人
（

0
・
七
%
）
が
「
（
凶
）
そ
の
他
」
を
経
験
し
て
い
た
（
無
回
答
者

三
一
七
人
）
。
こ
の
よ
う
に
、
教
頭
と
し
て
小
学
校
と
中
学
校
の
両
校
種
を
経
験
し
て
い
る
教
育
長
は
少
な
い
も
の
の
、
教
師
、
あ
る
い
は

校
長
と
し
て
両
校
種
を
経
験
し
て
い
る
教
育
長
は
、
三
一
割
近
く
い
る
こ
と
に
な
る
。

最
後
に
、
校
長
と
し
て
の
経
験
が
そ
の
後
教
育
長
と
し
て
職
務
を
遂
行
す
る
上
で
役
だ
っ
た
か
を
探
る
た
め
、
「
（
向
日
）
貴
殿
は
、

校
長
と
し
て
の
経
験
が
、
そ
の
後
、
教
育
長
と
し
て
職
務
を
遂
行
す
る
上
で
、
ど
の
程
度
役
に
立
っ
た
と
お
考
え
で
す
か
。
」
の
質
問
に

回
答
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
教
育
長
四
八
一
人
の
う
ち
、
「
（
1
）
全
く
役
に
立
た
な
か
っ
た
」
と
「
（
2
）
ほ
と
ん
ど
役
に
立
た
な
か
っ
た
」

に
回
答
し
た
者
は
お
ら
ず
、
一
人
（
0
・
二
%
）
が
「
（
3
）
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
役
に
立
た
な
か
っ
た
」
、
三
人
（

0
・
七
%
）
が
「
（
4
）

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
」
、
二
六
人
（
五
・
七
%
）
が
「
（
5
）
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
役
に
立
っ
た
」
、
一
六
三
一
人
（
三
五
・
六
%
）
が
「
（
6
）
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図l

か
な
り
役
に
立
っ
た
」
、
そ
し
て
二
六
五
人
（
五
七
・
九
%
）
が
「
（
7
）
非

常
に
役
に
立
っ
た
」
と
回
答
し
た
（
無
回
答
者
二
三
人
）
。
約
六
割
の
教
育

長
が
「
非
常
に
役
に
立
っ
た
」
と
回
答
し
て
お
り
、
校
長
と
し
て
の
管
理

職
の
経
験
が
そ
の
後
教
育
長
職
を
務
め
る
上
で
極
め
て
有
効
で
あ
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

な
お
、
教
科
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
教
職
員
免
許
状
を
所
有
し
て
い
る

か
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
（
間
口
、
複
数
回
笈
呂
、
図
1
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

教
育
長
六
六
六
人
（
の
べ
人
数
）
の
う
ち
、
一
O
八
人
ご
六
・
二
%
）
が

国
語
、
一
八
二
人
（
二
七
・
三
%
）
が
社
会
・
地
歴
・
公
民
、
六
O
人

（
九
・
O
%
）
が
数
学
、
九
二
人
（
二
二
・
八
%
）
が
理
科
、
五
六
人
（
八
・
四

%
）
が
英
語
、
七
人
（
一
・
一
%
）
が
音
楽
、
一
八
人
（
二
・
七
%
）
が
美
術
、

六
四
人
（
九
・
六
%
）
が
保
健
体
育
、
三
六
人
（
五
・
四
%
）
が
技
術
（
中
）
、

三
人
（

0
・
五
%
）
が
家
庭
、
四
O
人
（
六
・
O
%
）
が
「
そ
の
他
」
と
そ
れ

ぞ
れ
回
答
し
た
（
回
答
者
は
四
八
一
人
中
四
五
六
人
で
あ
る
。
な
お
、
複

数
の
免
許
状
を
挙
げ
た
者
は
、
二
一
O
人
で
あ
る
）
。
社
会
・
地
歴
・
公
民

の
免
許
状
取
得
者
が
最
も
多
く
、
い
わ
ゆ
る
主
要
五
教
科
の
免
許
状
取
得

者
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
が
分
か
る
。

以
上
、
教
育
長
に
就
任
す
る
ま
で
、
ど
の
よ
う
な
職
歴
を
辿
っ
て
い
る

か
を
整
理
す
る
と
、
図
2
に
示
さ
れ
る
通
り
、
平
均
二
二
・
三
歳
で
教
職
に
就
き
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主
事 長頭

社
会
教
育
主
事
）
2図

教

。

師

教育長の職能発達の段階（教職出身者）

（Z
川
台
ア

ω同）
Hω
・
吋
）
、
以
後
、
社
会

教
育
主
事
に
平
均
年
齢
四
二
・
一
歳

（Z
u
g－m
山
口
川
合
ふ
）
で
、
指
導
主
事
に

は
平
均
年
齢
四
四
・
五
歳
（

Z
H
N日P

ωロ
川
ω・
日
）
で
、
教
頭
に
は
、
平
均
年
齢

四
七
・
五
歳
（
Z
H
ω
g
w
∞
ロ
日
仏
・
。
）
で
、

管
理
主
事
に
は
平
均
年
齢
四
八
・
五
歳

（Z
H
H
g
w
mャロ

uι・
∞
）
で
、
校
長
に
は

平
均
年
齢
五
二
・
六
歳
（
Z
川
怠
戸

ωり
い

ω
山
）
で
、
そ
し
て
教
育
長
に
は
平
均
年
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し
た
が
っ
て
、
概
し
て
、
教
育
長
へ

の
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
過
程
は
、
教
師
↓

（
社
会
教
育
主
事
）
↓
指
導
主
事
↓
教
頭

↓
管
理
主
事
↓
校
長
↓
教
育
長
の
段
階

を
踏
む
こ
と
、
そ
し
て
恐
ら
く
は
職
位



の
高
低
も
、
年
齢
か
ら
見
る
限
り
、

る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
校
長
を
経
験
し
な
い
で
、
教
育
長
に
就
く
も
の
は
、
教
職
出
身
教
育
長
四
八
一
名
の
う
ち
一
七
名
で
あ
り
、
そ
の
占
め
る
割
合

は
、
三
・
五
%
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
教
職
か
ら
教
育
長
に
な
る
場
合
、
ほ
と
ん
ど
の
教
育
長
（
九
六
・
五
%
）
が
、
校
長
職
を
経

験
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
教
頭
職
を
経
験
し
な
い
で
、
教
育
長
に
な
っ
た
者
は
、
四
八

O
人
中
九
八
人
で
、
そ
の
割
合
は
二

0
・
五
%

で
あ
る
。
校
長
を
経
験
し
な
い
割
合
よ
り
高
い
が
、
そ
れ
で
も
八
割
の
者
が
教
頭
を
経
験
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
、
校
長
も

教
頭
も
経
験
し
な
い
で
教
育
長
職
に
就
い
た
も
の
は
、
僅
か
に
一
二
人
で
、
教
職
出
身
の
教
育
長
全
体
の
二
・
五
%
を
占
め
る
に
す
ぎ
な

い
。
そ
し
て
校
長
を
経
験
し
た
教
育
長
の
う
ち
、
九
割
以
上
が
、
校
長
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
経
験
が
そ
の
後
の
教
育
長
の
仕
事
を
遂
行
す

る
上
で
か
な
り
役
立
っ
た
と
回
答
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
教
育
長
が
校
長
と
し
て
管
理
職
を
経
験
し
て
い
る

こ
と
は
、
教
職
出
身
者
の
教
育
長
キ
ャ
リ
ア
形
成
と
し
て
は
一
応
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
教
職
出
身
の
教
育
長
の
リ
ク
ル
ー
ト
源

は
、
圧
倒
的
に
小
学
校
教
師
出
身
者
と
中
学
校
教
師
で
あ
り
、
高
校
教
師
出
身
者
は
、
極
め
て
少
な
い
こ
と
、
ま
た
、
教
育
長
の
約
三
割

近
く
が
、
小
学
校
と
中
学
校
の
双
方
で
教
師
と
し
て
、
あ
る
い
は
校
長
と
し
て
勤
務
し
た
経
験
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

（
二
）
行
政
職
出
身
者
の
キ
ャ
リ
ア
形
成

次
に
、
行
政
職
出
身
の
教
育
長
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

先
ず
、
行
政
職
出
身
の
教
育
長
に
「
問
日
貴
殿
は
、
地
方
自
治
体
の
職
員
と
し
て
最
初
に
採
用
さ
れ
た
の
は
、
何
歳
の
時
で
し
ょ
う

か
。
」
の
質
問
に
回
答
を
求
め
、
教
育
長
の
自
治
体
職
員
採
用
時
の
年
齢
を
探
っ
た
。
そ
の
結
果
、
教
育
長
は
、
平
均
年
齢
二
一
・
九
歳
で
、

自
治
体
の
職
員
と
な
っ
て
い
た
。

次
に
、
地
方
自
治
体
の
係
長
経
験
が
あ
る
か
ど
う
か
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
（
同
日
①
）
、
教
育
長
一
六
九
人
の
う
ち
、
一
四
六
人

（
八
九
・
六
%
）
が
「
（
1
）
あ
る
」
、
一
七
人
が
（
一

0
・
四
%
）
が
「
（
2
）
な
い
」
と
そ
れ
ぞ
れ
回
答
し
た
（
無
回
答
者
六
人
）
。
「
（
1
）

一
応
、
教
師
〈
（
社
会
教
育
主
事
）
〈
指
導
主
事
〈
教
頭
肌
管
理
主
事
〈
校
長
〈
教
育
長
と
し
て
捉
え
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あ
る
」
と
回
答
し
た
教
育
長
に
さ
ら
に
「
閉
店
②
初
め
て
係
長
に
な
ら
れ
た
の
は
何
歳
の
時
で
し
ょ
う
か
。
」
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、

行
政
職
出
身
者
は
、
平
均
年
齢
三
二
・
六
歳
で
係
長
に
就
い
て
い
た
。
そ
の
時
勤
め
た
部
局
（
係
）
は
、
税
務
（
一
六
人
）
、
総
務
課
庶
務

（
八
人
）
、
総
務
課
財
政
（
一
四
人
）
、
総
務
課
企
画
（
八
人
）
、
住
民
福
祉
（
七
人
）
、
教
育
委
員
会
（
一
八
人
）
、
議
会
事
務
局
（
四
人
）
商
工

観
光
（
二
人
）
、
土
木
（
一

O
人
）
、
農
政
（
五
人
）
、
水
産
、
林
業
な
ど
で
あ
る
（
同
日
l
③
自
由
記
述
）
。

「
問
団
l
①
貴
殿
は
、
地
方
自
治
体
の
課
長
補
佐
と
し
て
勤
務
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
」
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
教
育
長

一
六
九
人
の
う
ち
、
一

O
六
人
（
六
六
・
九
%
）
が
「
（
1
）
あ
る
」
、
五
二
人
（
コ
コ
一
了
一
%
）
が
「
（
2
）
な
い
」
と
回
答
し
た
（
無
回
答

者
一
二
人
）
。
「
（
1
）
あ
る
」
と
回
答
し
た
教
育
長
に
、
初
め
て
課
長
補
佐
に
な
っ
た
時
の
年
齢
を
質
問
し
た
と
こ
ろ
（
問
団
｜
②
）
、

平
均
年
齢
コ
一
九
・
六
歳
で
課
長
補
佐
を
務
め
て
い
た
。
ま
た
、
そ
の
時
勤
め
た
部
局
（
課
）
は
、
総
務
課
（
二
七
人
）
、
教
育
委
員
会

（
一
六
人
）
、
企
画
課
（
五
人
）
、
建
設
課
（
八
人
）
、
財
務
課
（
一
人
）
、
税
務
課
（
八
人
）
、
産
業
課
（
四
人
）
住
民
福
祉
課
（
七
人
）
、
農
林
課

（
二
人
）
、
議
会
事
務
局
、
病
院
事
務
な
ど
で
あ
っ
た
（
問
団
③
自
由
記
述
欄
）
。

「
同
日
①
貴
殿
は
、
地
方
自
治
体
の
課
長
と
し
て
勤
め
た
こ
と
が
あ
る
か
」
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
教
育
長
一
六
九
人
の
う
ち
、

一
五
人
（
九
四
%
）
が
「
（
1
）
あ
る
」
、
一

O
人
（
六
%
）
が
「
（
2
）
な
い
」
と
そ
れ
ぞ
れ
回
答
し
た
（
無
回
答
者
三
人
）
。
「
（
1
）
あ
る
」

と
回
答
し
た
教
育
長
に
、
初
め
て
課
長
に
な
っ
た
時
の
年
齢
を
質
問
し
た
と
こ
ろ
（
間
口
②
）
、
平
均
年
齢
四
三
・
二
歳
で
課
長
を

務
め
て
い
た
。
そ
の
時
勤
務
し
た
部
局
（
課
）
は
、
教
育
委
員
会
（
三
二
人
）
、
総
務
課
（
七
人
）
、
企
画
課
（
室
）
（
一
三
人
）
、
建
設
（
一
一

人
）
、
議
会
事
務
局
（
八
人
）
、
財
政
（
四
人
）
、
税
務
（
一

O
人
）
、
農
業
委
員
会
（
三
人
）
、
民
生
課
（
四
人
）
、
住
民
課
（
八
人
）
、
福
祉
課

（
七
人
）
、
産
業
（
一
五
人
）
、
同
和
対
策
課
（
二
人
）
、
水
道
（
三
人
）
、
人
事
課
（
三
人
）
、
図
書
館
（
三
一
人
）
な
ど
で
あ
る
（
間
口
｜
③
自

由
記
述
）
。

「
問
団
｜
①
貴
殿
は
、
地
方
自
治
体
の
議
会
事
務
局
長
と
し
て
お
勤
め
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
」
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
教

育
長
一
六
九
人
の
う
ち
、
四
四
人
（
二
六
・
八
%
）
が
「
（
1
）
あ
る
」
、
一
二

O
人
（
七
三
・
二
%
）
が
「
（
2
）
な
い
」
と
そ
れ
ぞ
れ
回
答
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し
た
（
無
回
答
者
五
人
）
。
「
（
1
）
あ
る
」
と
回
答
し
た
教
育
長
に
、
初
め
て
議
会
事
務
局
長
に
な
っ
た
時
の
年
齢
を
質
問
し
た
と
こ
ろ

（
問
問
②
）
、
平
均
年
齢
四
五
歳
で
議
会
事
務
局
長
を
務
め
て
い
た
。
こ
の
他
、
「
問
凹
①
貴
殿
は
、
地
方
自
治
体
の
病
院
（
診
療

所
）
事
務
長
と
し
て
お
勤
め
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
」
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
教
育
長
一
六
九
人
の
う
ち
、
一
二
人
（
七
・
六
%
）

が
「
（
1
）
あ
る
」
、
一
四
五
人
（
九
三
・
四
%
）
が
「
（
2
）
な
い
」
と
回
答
し
た
（
無
回
答
者
一
二
人
）
。
「
（
1
）
あ
る
」
と
回
答
し
た
教

育
長
に
、
初
め
て
病
院
（
診
療
所
）
の
事
務
長
に
な
っ
た
時
の
年
齢
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
（
問
問
｜
②
）
、
平
均
年
齢
四
一
・
五
歳
で
病
院

（
診
療
所
）
事
務
長
を
務
め
て
い
た
。
ま
た
、
「
問
却
①
貴
殿
は
、
地
方
自
治
体
の
部
長
と
し
て
お
勤
め
に
な
っ
た
こ
と
が
お
あ
り

で
す
か
。
」
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
教
育
長
一
六
九
人
の
う
ち
、
二
二
人
（
二

0
・
一
%
）
が
「
（
1
）
あ
る
」
、
一
一
一
一
二
人
（
七
九
・
九
%
）
が

「（
2
）
な
い
」
と
そ
れ
ぞ
れ
回
答
し
た
（
無
回
答
者
一
五
人
）
。
「
（
1
）
あ
る
」
と
回
答
し
た
教
育
長
に
、
初
め
て
部
長
に
な
っ
た
時
の

年
齢
を
質
問
し
た
と
こ
ろ
（
問
却
｜
②
）
、
平
均
年
齢
五

0
・
二
歳
で
部
長
を
務
め
て
い
た
。
な
お
、
そ
の
時
勤
務
し
た
部
局
は
、
総
務
部

（
八
人
）
、
財
務
（
一
人
）
、
福
祉
部
（
四
人
）
、
企
画
部
（
三
人
）
、
民
生
部
（
四
人
）
、
下
水
道
部
（
三
人
）
、
議
会
事
務
局
一
人
）
、
都
市
建
設

三
人
）
、
税
務
（
一
人
）
、
教
育
委
員
会
（
一
人
）
、
商
工
部
（
二
人
）
な
ど
で
あ
っ
た
（
問
却
③
自
由
記
述
）
。

最
後
に
、
「
問
紅
初
め
て
教
育
長
に
就
任
さ
れ
た
時
の
年
齢
」
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
行
政
職
出
身
者
は
平
均
年
齢
五
五
・
二
歳
で
教
育

長
職
に
就
任
し
て
い
た
。
ま
た
、
「
問
包
貴
殿
は
、
教
育
長
に
就
任
さ
れ
る
ま
で
に
、
総
務
課
の
課
長
（
な
い
し
部
長
）
を
経
験
さ
れ

ま
し
た
か
。
」
を
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
八
六
人
（
五
三
・
八
%
）
が
「
（
1
）
経
験
し
た
」
と
、
七
四
人
（
四
六
・
三
%
）
が
「
（
2
）
経
験
し

て
い
な
い
」
と
回
答
し
た
（
無
回
答
者
九
人
）
。
教
育
長
の
半
数
が
一
般
行
政
職
の
重
要
ポ
ス
ト
を
経
験
し
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。

な
お
、
「
問
お
貴
殿
は
、
教
育
長
に
就
任
す
る
ま
で
に
、
一
般
行
政
職
の
各
種
の
職
種
を
経
験
さ
れ
て
こ
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す

が
、
そ
の
こ
と
が
、
教
育
委
員
会
事
務
局
の
最
高
責
任
者
と
し
て
教
育
行
政
を
展
開
す
る
上
で
、
ど
の
よ
う
な
点
で
役
に
立
っ
て
い
る
と

お
考
え
で
し
ょ
う
か
。
」
の
質
問
に
回
答
を
求
め
た
と
こ
ろ
（
自
由
記
述
）
、
教
育
長
は
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
回
答
し
た
。
①
住
民
課
、

農
林
水
産
課
、
議
会
事
務
局
、
建
設
課
、
総
務
課
な
ど
各
種
職
種
を
経
験
す
る
こ
と
に
よ
り
、
直
接
住
民
と
接
す
る
機
会
が
多
く
、
住
民
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の
経
済
的
家
族
的
背
景
や
住
民
ニ

l
ズ
を
把
握
で
き
て
い
る
た
め
、
住
民
と
の
意
思
疎
通
や
対
話
を
し
や
す
く
、
住
民
の
理
解
と
協
力
を

得
ら
れ
や
す
い
。
②
総
務
課
長
や
企
画
財
政
課
長
を
経
験
し
、
ま
た
、
首
長
や
助
役
や
そ
の
他
首
長
部
局
の
幹
部
職
員
と
の
意
思
疎
通
が

容
易
で
あ
る
た
め
、
予
算
確
保
に
あ
た
っ
て
財
政
当
局
の
理
解
を
得
や
す
い
。
③
財
政
、
産
業
、
税
政
、
福
祉
な
ど
の
多
く
の
部
局
の
行

政
経
験
が
あ
る
た
め
、
自
治
体
行
政
全
体
の
視
点
か
ら
、
教
育
行
政
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
広
い
視
野
か
ら
判
断
で
き
る
、
多
面
的
に

物
事
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
）
。
④
各
種
部
局
の
経
験
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
予
算
の
編
成
と
執
行
、
施
設
整
備
、
財
産
管
理
、
事
業
計
画

の
立
案
、
議
案
作
成
、
条
例
・
規
則
・
規
定
等
の
改
廃
、
服
務
の
指
導
監
督
、
契
約
業
務
等
に
つ
い
て
の
行
政
経
験
が
、
教
育
行
政
の
推

進
に
役
立
っ
て
い
る
。
⑤
総
務
課
・
議
会
事
務
局
等
の
行
政
経
験
が
あ
る
た
め
、
議
会
対
策
が
ス
ム
ー
ス
に
い
く
（
こ
れ
で
失
敗
す
る
教

育
長
が
多
い
）
。
⑥
広
範
な
行
政
経
験
と
庁
内
外
に
広
い
人
脈
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
生
涯
学
習
を
推
進
し
や
す
い
。

以
上
、
行
政
職
出
身
の
教
育
長
（

Z
u
L
S）
が
、
教
育
長
職
に
就
く
ま
で
、
ど
の
よ
う
な
職
歴
を
辿
っ
て
い
る
か
を
整
理
す
る
と
、

図
3
に
一
亦
さ
れ
る
通
り
、
平
均
二
了
九
歳
（
Z
U
E？
ωロリ仏－
C

）
で
初
め
て
地
方
自
治
体
の
職
員
と
な
り
、
以
後
、
係
長
に
平
均
年

齢
三
二
・
六
歳
（
Z
川
工
少

ω
ロ
リ
仏
。
）
で
、
課
長
補
佐
に
平
均
年
齢
三
九
・
六
歳
（
Z
1
5
P
ω
ロ
H
u
b
）
で
、
病
院
事
務
長
に
平
均
年

齢
四
一
・
五
歳
（
Z
川
呂
λ
巴
川
。
・
品
）
で
、
課
長
に
平
均
年
齢
四
三
・
二
歳
（
Z
1
5
P
ω
ロリ品－
C

）
で
、
議
会
事
務
局
長
に
平
均
年
齢
四

五
歳
（
Z
l
b
w
ω
ロ
川
∞
②
）
で
、
部
長
に
平
均
年
齢
五

0
・
二
歳
（
Z
N
ω
y
ω
ロ
日
ωい
）
で
、
そ
し
て
教
育
長
に
平
均
年
齢
五
五
・
二
歳

（Z
u
L
S唱
ωロ
ハ
品
る
）
で
、
そ
れ
ぞ
れ
就
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
行
政
職
出
身
者
の
場
合
、
教
育
長
へ
の
職
能
発
達

段
階
は
、
職
員
↓
係
長
↓
課
長
補
佐
↓
病
院
事
務
長
↓
課
長
↓
議
会
事
務
局
長
↓
部
長
↓
教
育
長
の
順
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
こ

の
結
果
は
、
病
院
事
務
長
を
除
い
て
は
、
一
九
九
七
年
調
査
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
む
ま
た
、
教
育
長
に
な
る
ま
で
に
、
行
政
職
出
身

者
は
、
自
治
体
の
課
長
を
ほ
と
ん
ど
の
者
（
有
効
回
答
者
一
六
六
人
中
一
五
六
人
、
九
四
%
）
が
経
験
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
過
半
数

が
総
務
課
長
・
総
務
部
長
経
験
者
（
有
効
回
答
者
一
六

O
人
中
八
六
人
、
五
三
・
八
%
）
で
あ
る
。
ま
た
、
教
育
長
の
中
に
は
、

ど
多
く
は
な
い
に
し
て
も
、
議
会
事
務
局
長
（
四
四
人
、
行
政
職
出
身
者
に
占
め
る
割
合
は
二
六
・
八
%
）
や
病
院
事
務
長

そ
れ
ほ

（
一
二
人
、
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事
務
局
長

教育長の職能発達の段階（行政職出身者）

課病
院
事
務
長

課
長
補
佐

係職
。

長長長員

同
七
・
六
%
）
な
ど
の
要
職
も
経
験
し

た
り
、
教
育
委
員
会
事
務
局
で
係
長
や

課
長
と
し
て
教
育
行
政
を
経
験
し
て
い

る
者
も
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
行

政
職
出
身
者
が
教
育
長
に
な
る
ま
で
に

首
長
部
局
内
で
幅
広
い
人
脈
を
築
い
て

き
て
い
る
こ
と
や
予
算
編
成
と
施
策
の

企
画
立
案
に
関
し
て
豊
富
な
行
政
経
験

を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
自

治
体
行
政
全
体
の
視
点
か
ら
教
育
行
政

を
鳥
轍
し
、
広
い
視
野
か
ら
教
育
行
政

を
展
開
で
き
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る

こ
と
を
伺
わ
せ
る
。
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（
三
）
そ
の
他
職
業
出
身
者
の
キ
ャ
リ
ア
形
成

教
職
や
一
般
行
政
職
出
身
以
外
の
教
育
長
は
、
六
八
二
人
中
三
三
人
で
、
教
育
長
職
に
は
、
平
均
五
八
・
四
歳
（
Z
H
S
w
∞ロ
U
叶め）

で
、
就
任
し
て
い
る
が
、
そ
の
就
任
年
齢
に
は
大
き
な
ば
ら
つ
き
あ
る
。
な
お
、
そ
の
他
の
職
業
出
身
者
の
内
訳
は
、
農
業
従
事
者
一
人
、

企
業
経
営
・
管
理
者
二
二
人
、
団
体
職
員
三
一
人
、
地
方
議
員
四
人
、
そ
し
て
僧
侶
二
人
、
主
婦
二
人
、
警
察
職
員
一
人
、
そ
れ
以
外
の
職

業
出
身
者
六
人
で
あ
る
。

（
四
）
教
育
長
就
任
年
齢
と
教
育
長
在
職
期
間

教
育
長
に
就
任
す
る
平
均
年
齢
は
、
図
4
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
全
体
と
し
て
み
た
場
合
（
Z
H
。awω
ロ川品－
P

冨－

z－川
ω少

冨
〉
｝
向
日
吋
N

）
、
五
九
・
六
歳
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
職
業
出
身
別
に
見
る
と
、
教
職
出
身
者
の
場
合
六
一
・
二
歳
、
行
政
職
出
身
者
の
場
合

五
五
・
二
歳
、
そ
し
て
そ
の
他
職
業
出
身
者
の
場
合
五
八
・
四
歳
で
あ
り
、
教
職
出
身
者
と
行
政
職
出
身
者
と
の
間
に
は
六
歳
の
年
齢
差
が

あ
る
。
行
政
職
出
身
者
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
六

O
歳
ま
で
に
、
ま
た
教
職
出
身
者
は
そ
の
多
く
が
六

O
歳
（
退
職
後
）
以
後
に
登
用
さ
れ

て
お
り
、
行
政
職
出
身
者
（
及
び
そ
の
他
職
業
出
身
者
）
の
方
が
教
職
出
身
者
よ
り
も
、
か
な
り
若
い
年
齢
で
教
育
長
職
に
就
い
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
、
教
職
出
身
者
の
場
合
は
、
そ
の
多
く
が
校
長
退
職
後
教
育
長
に
な
る
た
め
で
、
教
育
長
の
若
手
登
用
の
観
点

か
ら
見
た
場
合
、
改
善
の
余
地
を
残
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

他
方
、
教
育
長
の
在
職
期
間
が
ど
の
く
ら
い
で
あ
る
か
を
探
る
た
め
、
「
間
四
貴
殿
の
前
任
者
の
教
育
長
の
在
職
期
間
は
、
約
何
年

で
し
た
か
。
」
の
質
問
に
回
答
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
図
5
に
一
不
さ
れ
る
よ
う
に
、
教
育
長
（
前
任
者
）
の
在
職
期
間
は
、
平
均
六
・
七
年

で
あ
っ
た
（
Z
リ
E
N・
ωロ
リ
ω
・吋
ω唱

E
H
Z
H
H
Y
云〉｝内山川
ωω
）
。
在
職
期
間
、
が
四
年
以
下
の
教
育
長
は
全
体
の
三
七
・
一
%
も
占
め
て
お

り
、
教
育
長
の
在
職
期
間
と
し
て
は
短
い
と
い
え
な
く
も
な
い
が
、
在
職
期
間
が
五
l
八
年
の
教
育
長
は
四
了
五
%
を
占
め
て
お
り
、

ま
た
九
年
以
降
（
三
一
一
年
ま
で
）
の
教
育
長
の
占
め
る
割
合
は
一
二
・
四
%
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
実
際
に
は
、
こ
の
調
査
結
果
を

見
る
限
り
、
全
体
的
に
は
教
育
長
の
在
職
期
間
は
短
い
と
は
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
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図5

ま
た
、
都
道
府
県
別
に
教
育
長
就
任
年
齢
を
検
討
す
る
と
、

表
1
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
北
海
道
（
五
四
・
一
歳
）
や
沖
縄

（
五
五
・
五
歳
）
の
よ
う
に
、
比
較
的
若
年
で
就
任
す
る
都

道
府
県
と
、
佐
賀
（
六
二
・
八
歳
）
、
熊
本
（
六
二
・
五
歳
）
、

宮
城
（
六
二
・
五
歳
）
の
よ
う
に
年
配
層
か
ら
登
用
す
る
都
道

府
県
と
が
あ
る
。
在
職
期
間
に
つ
い
て
も
都
道
府
県
別
に
検

討
す
る
と
、
愛
知
（
四
・
六
歳
）
、
大
分
（
四
・
八
歳
）
、
山
梨

（五・

O
年
）
の
よ
う
に
短
い
都
道
府
県
と
、
和
歌
山
（
九
・
六

年
）
、
大
阪
（
九
・
四
年
）
、
京
都
（
九
・
三
年
）
の
よ
う
に
比

較
的
長
い
都
道
府
県
と
が
あ
り
、
都
道
府
県
に
よ
っ
て
在
職

期
間
に
も
大
き
な
ば
ら
つ
き
が
あ
る
。
教
育
長
の
就
任
年
齢

や
在
職
期
間
は
と
も
に
、
個
人
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
都
道
府

県
に
よ
っ
て
も
ば
ら
つ
き
が
か
な
り
大
き
い
。

な
お
、
教
育
長
職
に
占
め
る
教
職
出
身
者
の
割
合
も
、
都

道
府
県
に
よ
っ
て
か
な
り
違
い
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
例
え

ば
、
栃
木
、
富
山
、
京
都
、
千
葉
、
宮
崎
、
鹿
児
島
で
は
、

教
職
出
身
者
の
占
め
る
割
合
が
圧
倒
的
に
大
き
い
の
に
対
し

て
（
教
職
出
身
者
の
占
め
る
割
合
九

O
%以
上
）
、
北
海
道
、

東
京
、
岐
阜
、
滋
賀
、
高
知
、
沖
縄
で
は
、
む
し
ろ
行
政
職
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表 1 県別市町村教育長平均就任年齢と平均在職期間

都道府県名 平均就任奔齢（SD) 平均在職期間＜si:>) 回収率ω 教職（行政堀船出身者比率偶）

本書睡査 11997年調査 本調査 l蝿7年調査 本調査 1997 本調査 1997年調査

1 4凶紙五 54. 1(4. 8) 56. 5(3. 6) 8. 3(6. 0) 7. 5(5. 0) 81. 3(38/48) 79. 2 31. 6(65. 8) 37. 8(62. 2) 

2 青森 60.1(3.5) 61. 6(3. 8) 8. 2(4. 5) 8.1(6.4) 87. 5(14/16) 100 64. 3(14. 3) 71. 4(21. 4) 

3 岩手 61. 0(3. 2) 61. 6(3. 0) 7. 5(2. 9) 6. 3(2. 5) 93. 3 (14/15) 84.6 85. 7 (14. 3) 90. 9(9. 1) 

4 宮城 62. 5(3. 7) 60. 9(4. 6) 6. 2(3. 5) 8.1(3. 2) 94. 7 (18/19) 94.1 88. 9(11.1) 日I.3(6. 3) 

5 秋田 59. 6(4.1) 58. 9(4. 3) 7. 4(5. 5) 4. 9(2. 5) 100(17/17) 80.0 88. 2(5. 9) 58. 3(33. 3) 

6 山形 59. 4(3. 7) 61. 2(4. 9) 6. 3(2. 7) 8. 8(4. 1) 日:l,3(10/12) 100 80. 0(20. 0) 80. 0(20. 0) 

7 福島 日0.2(4. 0) 58. 8(3. 4) 6. 4(2. 9) 6.6(3.0) 80. 9(17/21) 100 76. 5 (11. 8) 68. 4(31. 6) 

8 茨城 60. 9(3. 7) 60. 2(5. 9) 5‘1(2.4) 6. 6(4. 6) 86. 9 (20/23) 90.0 80. 0(10. 0) 83. 3(5. 6) 

9 栃木 59. 8(2. 0) 58. 0(5. 0) 5. 9(1.8) 6.1(2. 8) 92. 8(13/14) 83. 3 100.0(0.0) 100.0(0.0) 

10 群馬 60. 8(4.1) 62. 3(2. 7) 5. 7(2. 6) 6. 7(3. 7) 88. 8(16/18) 93.8 93. 8(0. 0) 66. 7(20. 0) 

11 埼玉 59. 8(6. 0) 60. 4(3. 0) 7. 5(4. 4) 7.8(4. 9) 77. 3 (17 /22) 5日ー。 82. 4(0. 0) 100. 0(0. O) 

12 千葉 60. 6(3. 4) 60. 9(4. 9) 6. 2(3. 9) 6. 4(3. 9) 94. 4(18/19) 88. 2 94. 4(5. 6) 73. 3(20. 0) 

13 東爪 58. 4(6. 7) 56. 7(3. 3) 6. 2(2. 0) 5. 3(2. 3) 72. 7 (8/11) 77. 8 0.0（自7.5) 28. 6(71. 4) 

14 神奈川 57. 0(3. 0) 58. 3(3. 5) 7.4(0. 9) 8. 3(3. 9) 50. 0(5/10) 100 80. 0(20. 0) 75. 5 (25. 5) 

15 新潟 61. 4(5. 9) 60. l (4. 6) 5. 3(2. 4) 7.1(3. 0) 100(27 /27) 95，日 63. 0(33. 3) 47. 8(47. 8) 

16 富山 62. 3(2. 4) 62. 0(3. 6) 6.1(2.6) 9.4(3.1) 100(10/10) 75. 0 100. 0(0. 0) 83. 3(16. 7) 

17 石川 57. 7 (5. 7) 57. 5(4. 7) 6. 9(3. 5) 8. 5(7. 9) 100(10/10) 75. 0 80. 0(10. 0) 66. 7(33. 3) 

18 福井 60. 5(4. 4) 61. 9(4. 3) 7. I (3. 5) 5.6(2.6) 100(10/10) 87. 5 90. 0(0. 0) 85. 7 (14. 3) 

19 山梨 62.1(4.6) 62. 0(3. 9) 5. 0(1. 9) 3. 6(2. 9) 82. 4(14/17) 86. 7 50. 0(42. 9) 53. 8(30. 8) 

20 長野 59. 0(5. 4) 58. 4 (4. 9) 8. 0(2. 8) 7. 3(3. 9) 80. 0 (24/30) 82.1 58. 3(29. 2) 39. 1(56.5) 

21 岐阜 56. 8(5. 4) 56. 9(4. 4) 5. 7(4. 6) 6. 1(3. 8) 83. 3 (20/24) 80. 9 45. 0(45. 0) 47. 1(52.9) 

22 静岡 62.1(4. 3) 60. 5(3. 4) 6. 7(3. 7) 7. 3(3. 2) 88. 8(16/18) 75. 0 87. 5(6. 3) ！（ぬ0(0.0) 

23 愛知 59. 8(4.1) 58. 1(4. 2) 4. 6(2. 2) 8. 0(3. O) 84. 2 (16/19) 70. 6 75. 0(18. 8) 75. 0(25. 0) 

24 三重 58. 9 (3. 5) 59. 6(3. 8) 7. 6(4. 3) 8. 0(4. 9) 72. 2 (13/18) 93. 7 61. 5(38. 5) 93. 3(6. 7) 

25 滋賀 59. 6(7. 9) 59. 2(2. 3) 7. 3(3. 8) 7. 0(1. 8) 76. 9(10/13) 45. 5 40. 0(50. 0) 100. 0(0. 0) 

26 爪都 6~. 6(4. 9) 60. 2(4. 8) 9. 3(4. 4) 8. 0(2. 7) 66. 6(8/12) 50. 0 100.0(0.0) 80. 0(20. 0) 

27 大阪 57. 8 (4. 3) 58. 0(4. 9) 9. 4(4.1) 6. 3(4. 8) 81. 1 (9/11) 88. 9 44. 4(55. 6) 62. 5 (37. 5) 

28 兵庫 58. 7 (3. 0) 59. 1(4.3) 7. 1(3.2) 5. 8(3. 7) 89. 5 (17 /19) 76. 5 64. 7(35. 3) 92. 3(7. 7) 

29 奈良 62. 0(5. 7) 59. 7 (5. 5) 6. 1 (3. 3) 7. 1(4. 9) 75. 0 (9/12) 90.0 88. 9(11.1) 55. 6(44. 4) 

30 和歌山 61. 3(3. 6) 62. 0(4. 2) 9. 6(4. 5) 10. 3(6.1) 91. 6(11/12) 100 90. 9(9. 1) 90. 9(9. 1) 

31 鳥取 57. 9(2. 7) 58. 5(4. 1) 8. 5(4. 3) 5. 7(2. 7) 72. 7 (8/11) 88.9 50. 0(50. 0) 62. 5 (37. 5) 

32 島被 58. 9(4. 2) 58. 9(2. 9) 5. 5(2. 0) 5. 4(3. 7) 64. 3(9/14) 66.6 55. 6(44. 4) 62. 5 (37. 5) 

33 岡山 61. 1(4.0) ,61. 6(4. 8) 6. 3(3. 2) 5. 7(3. 1) 61. 1 (11/18) 93. 7 63. 6(36. 4) 80. 0(20. 0) 

34 広島 59. 3 (5. 2) !57. 8(5. 7) 6. 9(4. 0) 5. 7(4. 1) 100(22/22) 84. 2 63. 6(31. 8) 60. 0(33. 3) 

35 山口 59. 8(1. 0) 60. 7 (3. 8) 7. 8(3. 8) 7. 3(3. 7) 78. 6(11/14) 91.6 叩0.0(0.0)81. 8 (18. 2) 

36 徳島 57. 1 (4. 1) 57. 0(7. 4) 8. 0(3. 7) 6. 0(3. 4) 53. 8(7/13) 90. 9 57. 1(42.9) 50. 0(50. 0) 

37 香川 58. 6(3. 7) 59. 8 (5. 7) 6. 0(2. 7) 6. 8(4. 2) 90. 9(10/11) 100 90. 0(10. 0) 77. 8 (22. 2) 

38 愛媛 57. 7 (4. 9) 56. 8(5. 7) 自2(3.7) 5. 9(3. 2) 82. 3(14/17) 93. 3 57. 1 (42. 9) 35. 7 (64. 3) 

39 両知 57. 7 (5. 4) 157. 1 (5. 4) 5. 1(3.5) 9. 0(7. 3) 92. 8 (13/14) 66. 6 38. 5(61. 5) 25. 0(75. 5) 

40 福岡 58. 8 (5. 5) 59. 3(5. 6) 5. 4(3. 0) 7. 4(5. !) 75. 0(18/24) 90. 5 66. 7 (33. 3) 73. 7(21. 1) 

41 佐賀 62. 8(4. 0) 63. 5 (3. 4) 5. 8(3. 5) 8. 6(3. 7) 100(13/13) 100 84. 6 (7. 7) 100. 0(0. 0) 

42 長崎 59. 9 (2. 7) 59. 3 (3. 7) 5. 9(5. 1) 6. 2(3. 3) 100(19/19) 82. 3 68. 4(26. 3) 57. 1 (35. 7) 

43 熊本 62. 5(4. 6) 60. 7(3. 4) 6. 0(3. 4) 6. 3(2. 3) 100(22/22) 75. 0 63. 6(22. 7) 73. 3(20. 0) 

44 大分 60. 5(4. 0) 61. 7(3. 1) 4. 8(2. 6) 6. 8(2. 8) 92. 9(13/14) 83. 0 84. 6(15. 4) 90. 0(10. 0) 

45 宮崎 61.6(3.1) 59. 8(2. 9) 7. 6(3. 0) 8. 0(4. 2) 100(11/11) 88.9 100.0(0.0) 100. 0(0. 0) 

46 鹿児島 58. 3 (4. 6) 58. l (3. 8) 6. 9(3. 1) 6. 6(2. 5) 85. 7 (18/21) 89. 5 100.0(0.0) 100. 0(0.0) 

47 沖縄 55. 5(7.1) 57. 0(8. 4) 5. 6(2. 2) 7. 4(5. !) 93. 3(14/15) 76. 9 50. 0(50. 0) 50. 0(40. 0) 

平均 59. 6(4. 9) !59. 4(4. 6) 6. 7(3. 7) 6. 9(4. 0) 85. 3(682／，叡剛 84.1 70. 5 (24. 8) 69. 1(27.3) 

注）教職出身（行政職出身）者比率算出の分母は、教職出身者、 般行政職出身者，企業経常者・管理
者、そしてその他の職業ii:身者の総数である。
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出
身
者
の
占
め
る
割
合
が
大
き
い
。

二
、
教
育
委
員
会
の
主
要
ポ
ス
ト
の
人
事
構
成

教
育
長
が
そ
の
職
務
を
効
果
的
に
遂
行
す
る
上
で
、
教
育
委
員
会
の
主
要
ポ
ス
ト
の
人
事
構
成
の
バ
ラ
ン
ス
が
重
要
で
あ
る
と
い
わ
れ

て
い
る
。
筆
者
が
す
で
に
実
施
し
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
で
も
、
例
え
ば
、
教
職
出
身
の
教
育
長
の
場
合
、
教
育
次
長
に
行
政
職
出
身
者

を
充
て
る
な
ど
の
人
事
上
の
配
慮
が
行
わ
れ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
実
際
に
、
ど
の
程
度
こ
の
よ
う
な
教
育
委
員
会
の

主
要
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
人
事
上
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
ら
れ
て
い
る
の
か
を
探
る
た
め
、
「
（
問
却
）
貴
教
育
委
員
会
の
現
在
の
教
育
次
長
・
学

事
課
長
（
も
し
く
は
教
育
長
に
次
ぐ
要
職
に
あ
る
人
）
の
前
職
は
何
で
し
ょ
う
か
。
次
の
中
か
ら
適
当
な
も
の
を
一
つ
お
選
び
下
さ
い
。
」

の
質
問
と
「
（
問
却
）
貴
教
育
委
員
会
の
現
在
の
教
育
委
員
長
の
前
職
（
ま
た
は
現
在
の
主
た
る
職
業
）
は
何
で
し
ょ
う
か
。
次
の
中
か

ら
適
当
な
も
の
を
一
つ
お
選
び
下
さ
い
。
」
の
質
問
に
回
答
を
求
め
た
。
そ
の
結
果
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

（
一
）
教
職
出
身
の
教
育
長
の
場
合

教
職
出
身
の
教
育
長
（
Z
川
主
品
）
は
、
図
6
に
示
さ
れ
る
通
り
、
教
育
次
長
・
学
事
課
長
な
ど
、
教
育
長
に
次
ぐ
要
職
に
あ
る
ポ
ス

ト
に
は
、
一
八
人
（
四
・
一
%
）
が
「
（
1
）
教
職
出
身
者
（
教
師
、
教
頭
、
校
長
、
指
導
主
事
な
ど
と
を
、
四
二
二
人
（
九
五
%
）
が

「（
2
）
一
般
公
務
員
（
一
般
行
政
職
こ
を
、
そ
し
て
四
人
（

0
・
九
%
）
が
「
（
3
）
そ
の
他
」
を
充
て
て
い
る
と
回
答
し
た
（
無
回
答

者
三
七
人
）
。
教
職
出
身
者
の
場
合
、
教
育
長
に
次
ぐ
要
職
に
は
ほ
と
ん
ど
が
行
政
職
出
身
者
を
充
て
て
い
る
こ
と
が
看
取
で
き
る
。
ま

た
、
教
職
出
身
の
教
育
長
（

Z
u
t
g
は
、
図
7
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
教
育
委
員
長
に
、
一
八
一
人
（
四

0
・
六
%
）
が
「
（
1
）
教

職
出
身
者
」
を
、
四
二
人
（
九
・
四
%
）
が
「
（
2
）
一
般
公
務
員
こ
般
行
政
職
）
」
を
、
四
O
人
（
九
・
O
%
）
が
「
（
3
）
農
林
漁
業

従
事
者
」
を
、
一
五
人
（
三
・
四
%
）
が
「
（
4
）
医
師
」
を
、
三
人
（

0
・
七
%
）
が
「
（
5
）
弁
護
士
」
を
、
八
五
人
（
一
九
・
一
%
）
が

「（
5
）
企
業
経
営
者
・
管
理
者
」
を
、
そ
し
て
八
O
人
（
一
七
・
九
%
）
が
「
（
6
）
そ
の
他
」
を
充
て
て
い
る
と
回
答
し
た
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(N=444) 

(2）一般公務員

(1)教職出身者

0 20 40 60 80 100 (%) 

図6 教育次長ポストの前職（教職出身者）

(7）その他

(6）企業経営者・管理者

(5）弁護士

(4）医者

(3）農林漁業従事者

(2）一般公務員

(1）教職出身者

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 (%) 

図7 教育委員長の職業（教職出身者）
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三
五
人
）
。
教
職
出
身
者
が
教
育
委
員
長
の
四
割
を
占
め
て
い
る
も
の
の
、
企
業
経
営
・
管
理
者
も
二
割
近
く
も
い
る
な
ど
比
較
的
多
様

な
職
業
出
身
者
を
充
て
て
い
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
教
職
出
身
者
の
場
合
、
教
育
委
員
会
の
主
要
ポ
ス
ト
に
つ

い
て
は
、
教
育
長
が
教
育
上
の
専
門
的
指
導
能
力
と
行
政
能
力
を
発
揮
で
き
る
よ
う
、
一
応
、
人
事
上
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
理
解
で
き
よ
う
。

一
般
行
政
職
出
身
者
の
場
合

行
政
職
出
身
の
教
育
長
（
Z
I
E
H
）
は
、
図
8
に
一
示
さ
れ
る
通
り
、
教
育
次
長
・
学
事
課
長
等
教
育
長
に
次
ぐ
要
職
に
あ
る
ポ
ス
ト

に
は
、
九
人
（
六
・
四
%
）
が
「
（
1
）
教
職
出
身
者
（
教
師
、
教
頭
、
校
長
、
指
導
主
事
な
ど
と
を
、
二
二
一
人
（
九
二
・
九
%
）
が

「（
2
）
一
般
公
務
員
（
一
般
行
政
職
こ
を
、
そ
し
て
一
人
（

0
・
七
%
）
が
「
（
3
）
そ
の
他
」
を
充
て
て
い
る
と
回
答
し
た
（
無
回
答

者
二
八
人
）
。
行
政
職
出
身
者
の
場
合
、
教
育
長
に
次
ぐ
要
職
に
、
教
職
出
身
者
で
は
な
く
、
行
政
職
出
身
者
を
ほ
と
ん
ど
充
て
て
い
る

こ
と
が
看
取
で
き
る
。
ま
た
、
行
政
職
出
身
の
教
育
長
（
Z
H
E
H
）
は
、
図
9
に
一
部
さ
れ
る
よ
う
に
、
教
育
委
員
長
に
、
六
一
人

（
四
三
・
三
%
）
が
「
（
1
）
教
職
出
身
者
」
を
、
九
人
（
六
・
四
%
）
が
「
（
2
）
一
般
公
務
員
（
一
般
行
政
職
）
」
を
、
一
六
人
（
一
一
・
三
%
）

が
「
（
3
）
農
林
漁
業
従
事
者
」
を
、
二
人
（
一
・
四
%
）
が
「
（
4
）
医
師
」
を
、
O
人
（
O
%
）
が
「
弁
護
士
」
を
、
一
七
人
二
二
・
一

%
）
が
「
（
5
）
企
業
経
営
者
・
管
理
者
」
を
、
そ
し
て
三
六
人
（
二
五
・
五
%
）
が
「
（
6
）
そ
の
他
」
を
充
て
て
い
る
と
回
答
し
た

（
無
回
答
者
二
八
人
）
。

こ
の
よ
う
に
、
行
政
職
出
身
の
教
育
長
の
場
合
、
教
職
出
身
者
の
場
合
と
比
べ
る
と
、
教
育
次
長
相
当
ポ
ス
ト
に
圧
倒
的
に
多
数
の
同

属
出
身
者
（
行
政
職
）
を
登
用
（
九
割
）
す
る
傾
向
が
あ
る
と
と
も
に
、
教
育
委
員
長
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
教
職
出
身
者
が
約
四
割
を

占
め
て
い
る
も
の
の
、
教
育
委
員
会
の
主
要
ポ
ス
ト
に
占
め
る
教
職
出
身
者
の
数
は
少
な
く
、
教
育
長
が
教
育
上
の
専
門
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
を
発
揮
す
る
上
で
、
問
題
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。

（ 

一一） 
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(N=l41) 

(2）一般公務員 9219%(131人）

(1)教職出身者

0 20 40 60 80 100 (%) 

図8 教育次長ポス卜の前職（行政職出身者）

(7）その他

(6）企業経営者・管理者

(5）弁護士

(4）医者

(3）農林漁業従事者

(2）一般公務員

(1)教雌出身者

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 （~も）

図9 教育委員長の職業（行政職出身者）
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（
三
）
そ
の
他
職
業
出
身
の
教
育
長
の
場
合

そ
の
他
職
業
出
身
の
教
育
長
（
Z
U
ω
N
）
は
、
教
育
次
長
・
学
事
課
長
等
教
育
長
に
次
ぐ
要
職
に
あ
る
ポ
ス
ト
に
は
、
三
人
（
九
・
四
%
）

が
「
教
職
出
身
者
」
を
、
二
九
人
（
九

0
・
六
%
）
が
「
（
2
）
一
般
公
務
員
（
一
般
行
政
職
こ
を
充
て
て
い
る
と
回
答
し
た
。
ま
た
、
そ

の
他
出
身
の
教
育
長
（
Z
川
お
）
は
、
教
育
委
員
長
に
、
一
三
人
（
四

0
・
六
%
）
が
「
（
1
）
教
職
出
身
者
」
を
、
コ
一
人
（
九
・
四
%
）
が

「（
2
）
一
般
公
務
員
（
一
般
行
政
職
こ
を
、
三
人
（
九
四
%
）
が
「
（
3
）
農
林
漁
業
従
事
者
」
を
、
七
人
士
二
・
九
%
）
が
「
（
6
）

企
業
経
営
者
・
管
理
者
」
を
、
そ
し
て
六
人
（
一
八
・
八
%
）
が
「
（
6
）
そ
の
他
」
を
充
て
て
い
る
と
回
答
し
た
。
教
職
出
身
者
が
教
育

委
員
長
ポ
ス
ト
の
約
四
割
を
占
め
て
い
る
と
は
い
え
、
教
育
次
長
相
当
ポ
ス
ト
に
九
割
の
一
般
公
務
員
を
充
て
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る

と
、
教
育
上
の
専
門
的
指
導
性
を
発
揮
す
る
の
に
人
事
上
の
配
慮
が
十
分
に
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
、
教
育
委

員
会
の
主
要
ポ
ス
ト
の
人
事
構
成
に
つ
い
て
の
考
察
結
果
は
、
一
九
九
七
年
調
査
の
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
匂

四
、
教
育
長
就
任
前
の
教
育
行
政
経
験
と
そ
の
有
効
性

（
一
）
教
育
長
就
任
前
の
教
育
行
政
経
験
の
有
無

教
育
長
は
、
教
職
出
身
者
、
行
政
職
出
身
者
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
職
業
出
身
者
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
職
責
を
効
果
的
に
果
た
す
た
め

に
は
、
就
任
前
に
何
ら
か
の
か
た
ち
で
教
育
行
政
を
経
験
し
て
お
い
た
方
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
教
育
長

が
、
教
育
長
職
に
就
く
前
に
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
と
し
て
、
あ
る
い
は
教
育
委
員
と
し
て
広
い
意
味
で
の
教
育
行
政
を
経
験
し
て
い

る
か
ど
う
か
を
探
る
た
め
、
「
（
司
品
）
貴
殿
は
、
教
育
長
に
な
る
前
に
教
育
委
員
会
事
務
局
の
職
員
と
し
て
、
あ
る
い
は
教
育
委
員
と
し

て
勤
め
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
」
の
質
問
に
回
答
を
求
め
た
。
そ
の
結
果
、
教
育
長
六
八
一
人
の
う
ち
、
三
九
五
人
（
五
八
%
）
が
、

教
育
長
に
な
る
前
に
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
と
し
て
、
あ
る
い
は
教
育
委
員
と
し
て
勤
め
た
こ
と
が
「
あ
る
」
と
、
二
八
六
人
（
四
二

%
）
が
「
な
い
」
と
回
答
し
た
（
無
回
答
者
一
人
）
。
約
六
割
の
教
育
長
が
、
教
育
長
に
就
任
す
る
前
に
何
ら
か
の
形
で
教
育
行
政
を
経
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験
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
約
四
割
の
教
育
長
が
教
育
行
政
を
経
験
し
な
い
で
教
育
職
に
就
い
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

こ
れ
を
さ
ら
に
、
人
口
規
模
別
に
検
討
し
て
み
る
と
、
概
し
て
、
人
口
規
模
五
万
人
以
上

1
五
O
万
人
未
満
の
人
口
規
模
の
大
き
い
自

治
体
の
教
育
長
の
方
が
、
人
口
規
模
五
万
人
未
満
の
小
さ
い
自
治
体
の
教
育
長
よ
り
も
、
広
い
意
味
で
の
教
育
行
政
（
事
務
局
職
員
あ
る

い
は
教
育
委
員
）
を
経
験
し
て
い
る
率
が
高
い
（
分
割
表
省
略
、

H
N
N
E－
N
W

門田門川刊少守ハ・
0
H

）0

ま
た
、
職
業
出
身
別
に
検
討
す
る
と
、

教
職
出
身
者
（
Z
U
色
。
）
は
、
五
七
・
九
%
（
二
七
八
人
）
が
教
育
行
政
の
経
験
が
あ
る
と
、
四
二
・
一
%
（
二

O
二
人
）
が
な
い
と
回

答
し
て
い
る
の
に
対
し
て
（
無
回
答
者
一
人
）
、
行
政
職
出
身
者
（
Z
U
5
5
は
、
五
九
・
八
%
（
一

O
一
人
）
が
教
育
行
政
を
経
験
し

て
い
る
と
、
四

0
・
二
%
（
六
八
人
）
が
な
い
と
回
答
し
て
お
り
、
職
業
出
身
別
に
よ
る
教
育
行
政
の
経
験
の
差
は
認
め
ら
れ
な
い
。

次
に
、
教
育
長
に
な
る
前
に
事
務
局
職
員
あ
る
い
は
教
育
委
員
と
し
て
教
育
行
政
を
経
験
し
た
三
九
五
人
の
う
ち
、
二
九
九
人

（
七
五
・
七
%
）
が
「
（
1
）
事
務
局
職
員
」
を
、
七
六
人
（
一
九
・
二
%
）
が
「
（
2
）
教
育
委
員
」
を
、
一
五
人
（
三
・
八
%
）
が
「
（
3
）

事
務
局
職
員
と
教
育
委
員
の
両
方
」
を
、
そ
し
て
五
人
（
一
・
三
%
）
が
「
（
4
）
そ
の
他
」
を
経
験
し
て
お
り
、
八
割
近
く
の
教
育
長
が

教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
と
し
て
教
育
行
政
を
経
験
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

（
ニ
）
教
育
行
政
経
験
の
有
効
性

さ
ら
に
、
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
と
し
て
、
あ
る
い
は
教
育
委
員
と
し
て
教
育
行
政
を
経
験
し
た
こ
と
が
、
そ
の
後
教
育
長
の
職
務

を
遂
行
す
る
上
で
、
ど
の
程
度
役
に
立
っ
て
い
る
か
を
探
っ
た
と
こ
ろ
、
教
育
長
三
九
五
人
の
う
ち
、
二
人
（
0
・
五
%
）
が
「
（
1
）
ま
っ

た
く
役
に
立
た
な
か
っ
た
」
、
三
人
（

0
・
八
%
）
が
「
（
2
）
あ
ま
り
役
に
立
た
な
か
っ
た
」
、
二
人
（
0
・
五
%
）
が
「
（
3
）
ど
ち
ら
か
と

い
う
と
役
に
立
た
な
か
っ
た
」
、
七
人
（
了
八
%
）
が
「
（
4
）
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
」
、
三
七
人
（
九
・
四
%
）
が
「
（
5
）
ど
ち
ら
か
と

い
う
と
役
に
立
っ
た
」
、
一
五

O
人
（
三
七
・
九
%
）
が
「
（
6
）
か
な
り
役
に
立
っ
た
」
、
そ
し
て
一
九
四
人
（
四
九
・
一
%
）
が
「
（
5
）
非

常
に
役
に
立
つ
た
」
と
回
答
し
て
い
る
。
こ
の
結
果
を
見
る
限
り
、
教
育
長
に
就
任
す
る
前
に
何
ら
か
の
形
で
教
育
行
政
を
経
験
す
る
こ

と
は
、
そ
の
後
の
職
業
生
活
に
と
っ
て
非
常
に
有
益
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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し
か
も
、
こ
れ
を
、
「
有
効
性
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
①
、
②
、
③
、
④
、
⑤
、

⑥
を
「
や
や
役
立
つ
」
、
同
じ
く
⑦
を
「
非
常
に
役
立
つ
」
に
再
度
カ
テ
ゴ

ラ
イ
ズ
し
て
、
教
育
行
政
経
験
の
職
種
別
に
検
討
す
る
と
、
表
2
に
一
京
さ

れ
る
と
お
り
、
教
育
長
（
Z
I
S日
）
は
、
教
育
委
員
よ
り
も
、
事
務
局
職

員
な
い
し
事
務
局
職
員
と
教
育
委
員
の
両
方
を
経
験
し
た
場
合
に
、
よ
り

役
立
つ
と
知
覚
し
て
い
る
（
見
川
忠
・
日
w

良
H
戸
？
ハ
・

2
）
。
そ
の
意
味
で

は
、
教
育
長
に
就
任
す
る
前
に
、
事
務
局
職
員
を
経
験
し
て
お
く
こ
と
が

望
ま
し
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
事
務
局
職
員
の

み
な
ら
ず
、
教
育
委
員
で
さ
え
経
験
し
な
い
で
教
育
長
職
に
就
く
者
が
、

約
四
割
も
い
る
こ
と
は
、
今
後
の
教
育
長
人
事
の
あ
り
方
に
つ
い
て
再
考

の
余
地
を
残
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
と
り
わ
け
、
小
規
模
町
村
の
教
育

委
員
会
に
お
い
て
、
教
育
行
政
の
未
経
験
者
が
教
育
長
に
就
任
す
る
場
合

が
多
い
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

玉
、
教
育
長
の
職
務
に
対
す
る
評
価

（
一
）
仕
事
の
や
り
が
い
度

教
育
長
が
そ
の
職
務
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
を
検
討
し
た
。
先

ず
、
教
育
長
が
仕
事
に
対
し
て
ど
の
程
度
や
り
甲
斐
を
感
じ
て
い
る
か
を

探
る
た
め
、
「
問
お
貴
殿
は
、
教
育
長
の
仕
事
に
や
り
が
い
を
ど
の
程
度

計

教育行政経験の有効性と職種との関係

教育行政経験の有効性

やや役立つ 非常に役立つ

表2

職 種

教育委員会事務局職員 298 165 133 

(1000/o) (55.4%) (44.6%) 

員委育教 76 20 56 

(100%) (26.3%) (73 7%) 

事務局職員と教育委員 15 8 7 

(100%) (53.3%) (46.7%) 

389 

-107 

193 
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感
じ
て
お
ら
れ
ま
す
か
。
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
O
印
を
つ
け
て
下
さ
い
。
」
の
質
問
に
回
答
を
求
め
た
。
そ
の
結
果
、
教
育
長

六
一
七
人
の
う
ち
、
「
（
1
）
全
く
感
じ
て
い
な
い
」
と
「
（
2
）
あ
ま
り
感
じ
て
い
な
い
」
の
項
目
を
選
ん
だ
も
の
は
な
く
、
五
人
（

0
・八

%
）
が
「
（
3
）
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
感
じ
て
い
な
い
」
、
一
二
人
（
三
・
四
%
）
が
「
（
4
）
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
」
、
五
五
人
（
八
・
九
%
）

が
「
（
5
）
や
や
感
じ
て
い
る
」
、
二
七
一
人
（
四
三
・
九
%
）
が
「
（
6
）
か
な
り
感
じ
て
い
る
」
、
そ
し
て
二
六
五
人
（
四
二
・
九
%
）
が

「（
7
）
非
常
に
感
じ
て
い
る
」
と
回
答
し
た
（
無
回
答
者
六
五
人
）
。
九
割
近
く
の
教
育
長
が
仕
事
に
対
し
て
や
り
甲
斐
を
か
な
り
感
じ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
こ
れ
を
人
口
規
模
別
に
検
討
す
る
と
、
人
口
規
模
五
万
人
以
上
の
教
育
長
の
方
が
人
口
規
模
八
千
人
未
満

の
教
育
長
よ
り
も
や
り
甲
斐
を
感
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
町
二
h
c
叶）

H
N
－
三
七
〉
・
0
2
0

ま
た
、
教
職
出
身
者
の
方
が
、
行
政
職
出

身
者
よ
り
も
や
り
甲
斐
を
感
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
門
川
ω
・3
・門図
U
U
∞ωw
℃〉・

2
）
。
教
育
長
の
や
り
が
い
度
と
年
齢
・
勤
務
年
数
と

の
間
に
は
統
計
的
に
有
意
な
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
。

（
ニ
）
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
発
揮
度

次
に
、
教
育
長
が
ど
の
程
度
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
い
る
か
を
探
る
た
め
、
「
間
部
貴
殿
は
、
教
育
委
員
会
の
事
務
局
の
最

高
責
任
者
と
し
て
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
十
分
に
発
揮
し
得
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
か
。
」
の
質
問
に
回
答
を
求
め
た
。
そ
の
結
果
、
教
育

長
六
一
四
人
の
う
ち
、
「
（
1
）
全
く
発
揮
し
て
い
な
い
」
と
「
（
2
）
あ
ま
り
発
揮
し
て
い
な
い
」
の
項
目
を
選
ん
だ
も
の
は
な
く
、
四

人（

0
・
七
%
）
が
「
（
3
）
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
発
揮
し
て
い
な
い
」
、
八
人
（
了
三
%
）
が
「
（
4
）
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
」
、
二
ニ
八

人
士
＝
了
五
%
）
が
「
（
5
）
や
や
発
揮
し
て
い
る
」
、
三
六
二
人
（
五
九
・
O
%
）
が
「
（
6
）
か
な
り
発
揮
し
て
い
る
」
、
そ
し
て
五
八
人

（
九
・
四
%
）
が
「
（
7
）
非
常
に
発
揮
し
て
い
る
」
と
回
答
し
（
無
回
答
者
六
八
人
を
除
く
て
七
割
近
く
の
教
育
長
が
少
な
く
と
も
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
を
「
か
な
り
発
揮
し
て
い
る
」
と
認
識
し
て
い
る
。

な
お
、
こ
れ
を
勤
務
年
数
別
に
検
討
す
る
と
、
概
し
て
、
教
育
長
の
勤
務
年
数
が
長
く
な
る
に
つ
れ
て
、
教
育
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

を
よ
り
発
揮
し
て
い
る
と
知
覚
し
て
い
る
（
司
（
ωふ
呂
）
川

E
－b
七
〉
・

0
2）
。
ま
た
、
行
政
職
出
身
者
よ
り
も
、
教
職
出
身
者
の
方
が
、
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リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
い
る
と
知
覚
し
て
い
る
（
門
H
N
・
s・
白
川
町
∞
H
W

日）〉・
0
3
。
さ
ら
に
、
職
業
出
身
を
統
制
し
て
年
齢
別
に

検
討
し
た
と
こ
ろ
、
教
育
長
の
年
齢
が
高
く
な
る
に
つ
れ
て
、
教
育
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
発
揮
度
は
高
く
知
覚
さ
れ
て
い
る
ほ
か

（明（
M
L
b）
H
叶・
5
唱七〉・

0
2）
（
司
（
NLω
印）

U
。・
8
七
〉
・

2
）
、
概
し
て
人
口
規
模
五
万
人
以
上
の
教
育
長
の
方
が
人
口
規
模
八
千

人
未
満
の
教
育
長
よ
り
も
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
い
る
と
知
覚
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
司

3
・2
3
1
ω
・2
唱匂〉・
0
2
0

（
一
ニ
）
仕
事
の
満
足
度

最
後
に
、
教
育
長
の
仕
事
の
満
足
度
を
検
討
す
る
た
め
、
「
問
幻
貴
殿
は
、
現
在
の
教
育
長
の
仕
事
に
ど
の
程
度
満
足
さ
れ
て
い
ま

す
か
。
」
の
質
問
に
回
答
を
求
め
た
。
そ
の
結
果
、
教
育
長
六
O
九
人
の
う
ち
、
四
人
（

0
・
七
%
）
が
「
（
1
）
非
常
に
不
満
で
あ
る
」
、

一
コ
一
人
（
二
・
一
%
）
が
「
（
2
）
か
な
り
不
満
で
あ
る
」
、
四
九
人
（
八
・
O
%
）
が
「
（
3
）
や
や
不
満
で
あ
る
」
、
六
六
人
（
一

0
・
八
%
）

が
「
（
4
）
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
」
、
一
六
八
人
（
二
七
・
六
%
）
が
「
（
5
）
や
や
満
足
で
あ
る
」
、
二
五
五
人
（
四
一
・
九
%
）
が
「
（
6
）

か
な
り
満
足
で
あ
る
」
、
そ
し
て
五
四
人
（
八
・
九
%
）
が
「
（
7
）
非
常
に
満
足
で
あ
る
」
と
回
答
し
た
（
無
回
答
者
七
三
人
）
。
約
半
数

の
教
育
長
が
仕
事
に
か
な
り
満
足
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

な
お
、
教
育
長
の
勤
務
年
数
と
満
足
度
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
勤
務
年
数
二
年
未
満
の
教
育
長
よ
り
も
、
勤
務
年
数
回
年
以
上
の
教
育

長
の
方
が
、
満
足
度
が
高
い
（
司
令
ふ
Cω
）
Hω
・ω
F
H）〉・
0
2
。
人
口
規
模
と
教
育
長
の
満
足
度
と
の
聞
に
は
統
計
的
に
有
意
な
関
係
は

な
い
。
職
業
出
身
を
統
制
し
て
年
齢
別
に
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
行
政
職
出
身
者
の
場
合
の
み
、
概
し
て
、
教
育
長
の
年
齢
が
高
く
な
る
に

つ
れ
て
、
教
育
長
の
満
足
度
は
高
く
な
っ
て
い
る
（
町
（
N

唱
民
ω
）U
。・
8w
匂
〉
吉
）

0

ま
た
教
職
出
身
者
の
方
が
行
政
職
出
身
者
よ
り
も

満
足
度
が
高
い

（ケ
H
N－
u
∞4
仏
内
川
川
切
吋
、
ア
同
）
〉
－
O
U
）。

六
、
教
育
委
員
会
事
務
局
事
務
職
員
の
研
修
の
必
要
性
と
大
学
で
の
研
修
の
参
加
有
無

最
後
に
、
教
育
委
員
会
事
務
局
事
務
職
員
の
研
修
参
加
の
必
要
性
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
か
を
探
る
た
め
、
「
問
出
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教
育
委
員
会
事
務
局
の
事
務
職
員
の
研
修
を
行
う
必
要
性
を
ど
の
程
度
感
じ
て
お
ら
れ
ま
す
か
。
」
の
質
問
に
回
答
を
求
め
た
。
そ
の
結

果
、
教
育
長
六
一
五
人
の
う
ち
、
二
人
（

0
・
三
%
）
が
「
（
1
）
全
く
必
要
性
を
感
じ
て
い
な
い
」
、
二
二
人
（
三
・
六
%
）
が
「
（
2
）

あ
ま
り
必
要
性
を
感
じ
て
い
な
い
」
、
五
二
人
（
八
・
五
%
）
が
「
（
3
）
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
」
、
三
二
二
人
（
五

0
・
九
%
）
が
「
（
4
）

あ
る
程
度
必
要
性
を
感
じ
て
い
る
」
、
そ
し
て
二
二
六
人
会
一
六
・
七
%
）
が
「
（
5
）
非
常
に
必
要
性
を
感
じ
て
い
る
」
と
回
答
し
た

（
無
回
答
者
六
七
人
）
。
九
割
近
く
の
教
育
長
が
事
務
職
員
の
研
修
の
必
要
性
を
感
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
こ
れ
を
勤
務
年

数
別
に
検
討
す
る
と
、
勤
務
年
数
四
年
以
上
の
教
育
長
の
方
が
二
年
未
満
の
教
育
長
よ
り
も
事
務
職
員
の
研
修
の
必
要
性
を
感
じ
て
い
る

（司

3
・
2
H）Nω
・お
w

℃

γ
。ω
）
。
事
務
職
員
の
研
修
の
必
要
性
と
教
育
長
の
年
齢
・
職
業
出
身
及
び
人
口
規
模
と
の
聞
に
は
統
計
的
に
有

意
な
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
。

ま
た
、
「
問
泣
問
担
の
（
4
）
と
（
5
）
に
お
答
え
に
な
っ
た
方
に
さ
ら
に
お
尋
ね
し
ま
す
。
貴
殿
は
、
事
務
職
員
の
研
修
を
行
う

場
合
、
ど
の
よ
う
な
内
容
が
必
要
で
あ
る
と
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。
」
（
自
由
記
述
）
の
質
問
に
回
答
を
求
め
た
と
こ
ろ
（
回
答
者
四
八
四

人
）
、
今
後
、
事
務
職
員
の
研
修
す
べ
き
主
な
内
容
と
し
て
、
①
教
育
改
革
（
文
教
政
策
）
の
動
向
、
②
教
育
の
現
代
的
課
題
、
③
学
校

教
育
（
教
育
の
本
質
・
原
理
、
教
育
課
程
の
編
成
、
学
校
運
営
、
生
徒
指
導
等
）
、
④
社
会
教
育
・
生
涯
学
習
、
⑤
教
育
行
政
（
教
育
委

員
会
制
度
の
特
質
、
補
助
金
問
題
、
教
育
財
政
な
ど
て
⑥
教
育
関
係
法
規
（
地
方
自
治
法
、
教
基
法
、
学
校
法
、
社
教
法
、
地
教
行
法
、

地
財
法
、
教
育
公
務
員
特
例
法
な
ど
て
⑦
教
育
施
策
（
事
業
）
の
企
画
、
⑧
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
活
用
（
情
報
処
理
能
力
の
向
上
）
、
⑨
公

務
員
と
し
て
の
自
覚
や
使
命
感
（
服
務
）
、
⑩
接
遇
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
教
育
委
員
会
事
務
局
の
事
務
職
員
は
、
三
年

1
五
年
ご
と
に
、

首
長
部
局
か
ら
の
出
向
と
い
う
形
で
人
事
異
動
が
行
わ
れ
る
の
で
、
教
育
に
関
し
て
の
専
門
的
知
識
が
特
に
な
い
た
め
、
教
育
や
教
育
行

政
に
関
す
る
研
修
や
教
育
行
政
事
務
職
員
と
し
て
の
自
覚
と
責
任
と
使
命
感
を
高
め
る
研
修
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
事
務
職

員
は
、
学
校
教
育
、
社
会
教
育
の
現
場
に
出
向
い
て
、
教
育
と
は
何
か
、
教
育
現
場
の
実
態
や
そ
の
抱
え
る
問
題
等
を
理
解
す
る
必
要
が

あ
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。
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さ
ら
に
、
「
問
お
問
担
の
（
4
）
と
（
5
）
に
お
答
え
に
な
っ
た
方
に
さ
ら
に
お
尋
ね
し
ま
す
。
貴
殿
は
、
も
し
、
事
務
職
員
の
研

修
を
、
大
学
（
院
）
で
行
う
場
合
、
参
加
さ
せ
て
み
た
い
と
思
わ
れ
ま
す
か
。
」
の
質
問
に
回
答
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
教
育
長
五
三
四
人

の
う
ち
、
三
七
八
人
（
七

0
・
八
%
）
が
「
（
1
）
参
加
さ
せ
た
い
」
と
、
一
五
六
人
（
二
九
・
二
%
）
が
「
（
2
）
参
加
さ
せ
る
つ
も
り
は

な
い
」
と
回
答
し
た
（
無
回
答
者
五
人
）
。
七
割
の
教
育
長
が
大
学
（
院
）
で
の
事
務
局
事
務
職
員
の
研
修
を
望
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
事
務
職
員
の
大
学
で
の
研
修
参
ノ
加
と
教
育
長
の
年
齢
・
勤
務
年
数
・
職
業
出
身
及
び
人
口
規
模
と
の
聞
に
は
統
計
的
に
有
意
な
関

係
は
認
め
ら
れ
な
い
。

IV 

。公
耳心、

括

以
上
、
市
町
村
教
育
長
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
過
程
を
中
心
に
考
察
し
て
き
た
。
本
調
査
結
果
を
見
る
限
り
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
指
摘

で
き
る
と
思
う
。

第
一
に
、
教
職
出
身
の
教
育
長
の
場
合
、
平
均
二
二
・
二
一
歳
で
教
職
に
就
き
、
そ
の
後
、
指
導
主
事
（
四
四
・
五
歳
）
、
教
頭
（
四
七
・
五

歳
）
、
管
理
主
事
（
四
八
・
五
歳
）
、
校
長
（
五
二
・
六
歳
）
を
経
験
し
、
平
均
六
一
・
二
歳
で
教
育
長
に
就
任
し
て
い
る
。
教
職
出
身
者
の

ほ
と
ん
ど
（
九
六
・
五
%
）
が
校
長
職
に
就
い
て
お
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
校
長
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
経
験
が
そ
の
後
の
教
育
長
の
仕
事

を
遂
行
す
る
上
で
か
な
り
役
立
っ
て
い
る
と
回
答
し
て
い
る
。
校
長
職
が
教
職
出
身
者
の
教
育
長
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
重
要
な
通
過
点
と
な

り
、
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
評
価
で
き
る
。
た
だ
、
高
校
教
師
出
身
の
教
育
長
は
わ
ず
か
で
あ
り
、
広
く
有
能
な
人
材
を

登
用
す
る
と
い
う
意
味
で
は
再
考
を
要
す
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
教
職
出
身
者
の
教
育
長
の
場
合
、
高
齢
者
が
多
く
、
若
手
登
用
の
観
点
か

ら
見
た
場
合
、
改
善
の
余
地
を
残
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

111 



一
方
、
行
政
職
出
身
者
の
場
合
は
、
平
均
二
一
・
九
歳
で
自
治
体
の
職
員
と
な
り
、
そ
の
後
は
、
係
長
（
三
二
・
六
歳
）
、
課
長
補
佐

（
三
九
・
六
歳
）
、
病
院
事
務
長
（
四
了
五
歳
）
、
課
長
（
四
三
・
二
歳
）
、
議
会
事
務
局
長
（
四
五
歳
）
、
部
長
（
五

0
・
二
歳
）
な
ど
の
職

歴
を
経
験
し
、
平
均
五
五
・
二
歳
で
教
育
長
に
就
任
し
て
い
る
。
行
政
職
出
身
者
の
場
合
は
、
そ
の
約
九
割
が
課
長
経
験
者
で
あ
り
、
約

五
割
が
総
務
課
長
（
部
長
）
の
要
職
を
経
験
し
て
お
り
、
首
長
部
局
内
に
幅
広
い
人
脈
を
築
く
と
と
も
に
、
予
算
編
成
や
施
策
の
企
画
立

案
等
に
関
し
て
豊
富
な
行
政
経
験
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
伺
わ
せ
る
。
ま
た
、
教
育
の
専
門
的
指
導
の
面
で
は
苦
手
意
識
が
あ
る
と
し
て

も
、
自
治
体
行
政
と
い
う
広
い
視
点
か
ら
教
育
行
政
を
展
開
で
き
る
有
利
さ
を
も
っ
て
い
る
と
指
摘
で
き
よ
う
。

第
二
に
、
一
般
に
、
教
育
長
が
そ
の
職
務
を
効
果
的
に
遂
行
す
る
上
で
、
教
育
委
員
会
の
主
要
ポ
ス
ト
（
教
育
長
、
教
育
次
長
、
教
育

委
員
長
）
の
人
事
構
成
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
が
、
実
際
に
は
、
教
職
出
身
の
市
町
村
教
育
委
員
会
に
お

い
て
は
、
お
お
む
ね
、
人
事
の
上
で
、
職
業
出
身
別
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
行
政
職
出
身
お
よ
び
そ
の
他
職
業
出
身
の

教
育
委
員
会
に
お
い
て
は
、
主
要
ポ
ス
ト
に
教
職
出
身
者
を
充
て
る
ケ
l
ス
が
少
な
く
な
っ
て
お
り
、
人
事
の
バ
ラ
ン
ス
を
十
分
に
と
っ

て
い
る
と
は
い
え
な
い
状
況
に
あ
る
。
教
育
委
員
会
に
お
け
る
教
育
の
専
門
的
指
導
機
能
を
充
実
さ
せ
る
上
か
ら
も
、
教
育
委
員
会
の
要

職
に
は
教
職
出
身
者
を
も
っ
と
充
て
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
三
に
、
教
育
長
は
、
そ
の
就
任
前
に
、
で
き
れ
ば
教
育
委
員
会
の
事
務
局
職
員
と
し
て
勤
め
、
教
育
行
政
の
経
験
を
積
ん
で
お
く
こ

と
が
、
そ
の
後
の
教
育
長
と
し
て
の
職
業
生
活
を
送
る
上
で
望
ま
し
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
教
職
出
身
者
、

行
政
職
出
身
者
と
も
に
、
教
育
行
政
（
事
務
局
職
員
や
教
育
委
員
）
を
一
切
経
験
し
な
い
で
教
育
長
職
に
就
く
者
が
約
四
割
い
る
こ
と
は
、

今
後
の
教
育
長
人
事
の
あ
り
方
に
課
題
を
残
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
中
央
教
育
審
議
会
の
答
申
に
も
あ
る
よ
う
に
、
教
育
長
に
ふ
さ
わ

し
い
人
材
の
育
成
・
確
保
の
た
め
に
は
、
中
長
期
的
な
視
点
に
立
っ
て
他
領
域
と
の
人
事
交
流
や
研
修
を
計
画
的
に
進
め
、
人
材
育
成
に

積
極
的
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

第
四
に
、
教
育
長
は
「
仕
事
の
や
り
甲
斐
度
」
や
「
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
発
揮
度
」
や
「
仕
事
の
満
足
度
」
を
高
く
評
価
し
て
い
る
こ



と
を
先
ず
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
た
だ
、
「
仕
事
の
や
り
甲
斐
度
」
に
比
し
て
「
仕
事
の
満
足
度
」
が
低
い
の
は
、
こ
れ
ま
で
の

研
究
結
果
を
勘
案
す
る
と
、
教
育
長
の
給
与
な
ど
の
勤
務
条
件
の
向
題
が
影
響
し
て
い
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
ま
た
、
人
口
規
模
五
万

人
以
上
の
大
規
模
自
治
体
の
教
育
長
が
、
人
口
規
模
八
千
人
未
満
の
小
規
模
自
治
体
の
教
育
長
よ
り
も
、
仕
事
の
や
り
甲
斐
度
や
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
の
発
揮
度
を
高
く
知
覚
し
て
い
る
の
は
、
教
育
委
員
会
の
適
正
規
模
の
問
題
と
係
わ
っ
て
興
味
深
い
。
教
職
出
身
の
教
育
長
の
方

が
、
行
政
職
出
身
者
よ
り
も
、
仕
事
の
や
り
甲
斐
度
や
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
発
揮
度
や
仕
事
の
満
足
度
を
高
く
知
覚
し
て
い
る
の
は
、
教

職
出
身
者
に
年
齢
の
高
い
者
が
多
い
こ
と
も
多
少
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
今
後
、
教
育
長
の
リ
ク
ル
ー
ト
源
を
考
え
る
上
で

さ
ら
に
検
討
を
要
す
る
課
題
で
あ
る
。

第
五
に
、
約
九
割
の
教
育
長
が
、
教
育
委
員
会
事
務
局
の
事
務
職
員
の
研
修
を
必
要
で
あ
る
と
感
じ
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。

事
務
職
員
に
求
め
ら
れ
る
研
修
内
容
は
、
主
に
文
教
政
策
や
現
代
の
教
育
課
題
や
教
育
関
係
法
規
な
ど
の
教
育
に
係
わ
る
専
門
的
事
項
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
事
務
職
員
が
首
長
部
局
か
ら
出
向
す
る
形
で
教
育
委
員
会
事
務
局
に
配
属
さ
れ
て
い
る
た
め
、
教
育
事
務
を
処
理
す
る

上
で
教
育
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
七
割
の
市
町
村
教
育
長
が
大
学
（
院
）
で
の
事
務
職
員

の
研
修
を
希
望
し
て
お
り
、
今
後
、
事
務
職
員
の
資
質
向
上
を
は
か
る
た
め
、
大
学
等
で
の
研
修
体
制
の
整
備
が
大
き
な
課
題
の
一
つ
と

な
ろ
う
。

（注）

（1
）
筆
者
は
こ
れ
ま
で
市
町
村
教
育
長
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
研
究
を
し
て
き
た
。
拙
稿
「
教
育
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
研
究
（
）

市
町
村
教
育
長
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
か
ら

1
」
『
広
島
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
一
部
（
教
育
学
）
第
四
五
号
、
一
九
九
六
年
、

三
七
｜
四
五
ペ
ー
ジ
一
拙
稿
「
教
育
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
研
究
（
2
）
1
市
町
村
教
育
長
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
か
ら

1
」

「
広
島
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
一
部
（
教
育
学
）
第
四
六
号
、
一
九
九
七
年
、
六
五
1
七
四
ペ
ー
ジ
…
拙
稿
「
市
町
村
教
育
長
の
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
実
証
的
研
究
1
教
育
長
に
求
め
ら
れ
る
資
質
能
力
の
検
討
を
中
心
に
し
て

1
」
広
島
大
学
教
育
学
部
教
育
学
科



編
『
教
育
科
学
』
二
三
号
、
一
九
九
八
年
、
八
三
一
三
五
ペ
ー
ジ
…
拙
稿
「
市
町
村
教
育
長
に
求
め
ら
れ
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
」

「
季
刊
教
育
法
」
一
一
八
号
、
一
九
九
八
年
、
三
五
三
五
ペ
ー
ジ
一
拙
稿
「
市
町
村
教
育
長
研
修
の
現
状
と
課
題
」
『
季
刊
教
育
法
』

一
一
九
号
、
一
九
九
九
年
、
一

O
四
一
一
三
ペ
ー
ジ
一
拙
稿
「
市
町
村
教
育
長
の
職
務
特
性
と
職
務
改
善
」
『
季
刊
教
育
法
」
一
一
一

一
号
、
一
九
九
九
年
、
五
八
｜
六
七
ペ
ー
ジ
一
拙
稿
「
市
町
村
教
育
長
の
職
務
特
性

1
教
育
長
の
首
長
・
議
員
・
教
育
委
員
と
の
関
係

を
中
心
と
し
て

1
」
『
季
刊
教
育
法
』
一
二
二
号
、
一
九
九
九
年
、
五

O
｜
六
二
ペ
ー
ジ
…
拙
稿
「
市
町
村
教
育
長
の
職
務
意
識
に
関

す
る
研
究
」
広
島
大
学
教
育
学
部
教
育
学
科
編
『
教
育
科
学
』
二
四
号
、
二

O
O
O年
、
八
三
一
三
五
ペ
ー
ジ
一
拙
稿
「
市
町
村
教

育
長
の
職
務
特
性

1
前
職
か
ら
見
た
教
育
長
職
の
特
質
に
着
目
し
て

1
」
『
広
島
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
三
部
、
第
四
九
巻
、

二
O
O
一
年
、
二
一
ー
l

三
0
ペ
ー
ジ
。

（2
）
拙
稿
「
市
町
村
教
育
長
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
関
す
る
一
考
察
」
西
日
本
教
育
行
政
学
会
編
「
教
育
行
政
学
研
究
」
第
一
一
一
一
号
、
二

O
O
一年、

一
一
六
ペ
ー
ジ
。

（3
）
教
育
長
の
基
本
属
性
聞
の
関
連
性
（
相
聞
に
対
応
）
を
一
示
す
ク
ラ
メ
ア
の
連
関
係
数
V
は
、
「
年
齢
」
と
「
職
業
出
身
」
と
の
間
で
は

0
・
五
七
、
「
職
業
出
身
」
「
人
口
規
模
」
と
の
間
で
は

0
・
二
九
、
「
年
齢
」
と
「
勤
務
年
数
」
と
の
間
で
は

0
・
二
回
、
「
年
齢
」
と

「
人
口
規
模
」
と
の
聞
で
は

0
・二

O
、
「
職
業
出
身
」
と
「
勤
務
年
数
」
と
の
問
で
は

0
・
0
三
、
そ
し
て
「
勤
務
年
数
」
と
「
人
口

規
模
」
と
の
間
で

0
・一

O
で
あ
っ
た
。

（4
）
「
そ
の
他
」
で
は
、
青
年
学
校
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（5
）
「
そ
の
他
」
で
は
、
県
教
育
セ
ン
タ
ー
、
少
年
自
然
の
家
、
青
年
の
家
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（6
）
「
そ
の
他
」
で
は
、
教
育
事
務
所
出
向
、

S
大
付
属
養
護
学
校
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（7
）
「
そ
の
他
」
で
は
、
小
中
併
設
校
、
ス
ポ
ー
ツ
公
園
管
理
事
務
所
主
幹
指
導
課
長
校
長
担
当
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（8
）
「
そ
の
他
」
で
は
、
小
・
中
・
高
（
九
人
）
、
小
・
中
・
特
殊
学
校
、
小
・
中
・
高
・
特
殊
学
校
、
高
・
短
大
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（9
）
「
そ
の
他
」
で
は
、
指
導
主
事
と
し
て
教
育
事
務
所
に
勤
務
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
叩
）
「
そ
の
他
」
で
は
、
小
中
併
置
校
、
小
・
中
・
特
殊
学
校
、
小
・
中
・
高
（
私
立
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
日
）
「
そ
の
他
」
で
は
、
小
学
校
、
農
業
、
養
護
学
校
、
工
業
、
商
業
、
職
業
指
導
な
ど
の
免
許
状
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。



（
ロ
）
拙
稿
「
市
町
村
教
育
長
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
関
す
る
一
考
察
」
、
三
｜
四
ペ
ー
ジ
。

（
日
）
一
九
九
七
年
調
査
で
は
、
病
院
事
務
長
は
四
九
・
二
歳
で
就
任
し
、
職
能
発
達
段
階
で
議
会
事
務
局
長
の
後
に
位
置
し
て
い
た
（
拙
稿
、

前
掲
論
文
、
五
ペ
ー
ジ
）
。

（
日
）
拙
稿
「
教
育
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
研
究
（
2
）
、
七
三
ペ
ー
ジ
。

（
日
）
「
そ
の
他
」
で
は
二
人
体
制
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
日
）
「
そ
の
他
」
で
は
、
自
営
業
・
商
業
（
一
三
人
）
、
僧
侶
（
一

O
人
）
、
会
社
員
（
一

O
人
）
、
郵
便
局
長
（
八
人
）
、
銀
行
員
（
四
人
）
、

地
方
議
員
三
一
人
）
、
神
宮
（
三
人
）
、
幼
稚
園
経
営
者
（
二
人
）
、
団
体
職
員
A

（
二
人
）
、
造
園
師
（
一
人
）
司
法
書
士
（
一
人
）
な

ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
口
）
「
そ
の
他
」
で
は
、
保
育
所
長
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
同
）
「
そ
の
他
」
で
は
、
会
社
員
（
七
人
）
、
僧
侶
（
六
人
）
、
自
営
業
・
店
主
（
四
人
）
、
地
方
議
員
（
四
人
）
、
農
業
（
二
人
）
、
郵
便
局
長

（
一
一
人
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
日
）
「
そ
の
他
」
で
は
、
僧
侶
（
二
人
）
、
神
職
（
一
人
）
、
会
社
員
二
人
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
却
）
拙
稿
「
市
町
村
教
育
長
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
関
す
る
一
考
察
」
、
九
一
一
ペ
ー
ジ
。

（
幻
）
「
そ
の
他
」
で
は
、
社
会
教
育
指
導
員
、
公
民
館
長
、
図
書
館
長
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
幻
）
拙
稿
「
市
町
村
教
育
長
の
職
務
特
性
と
職
務
改
善
」
の
「
一
、
教
育
長
の
職
業
的
特
性
」
・
「
二
、
教
育
長
職
の
改
善
点
」
（
五
九
｜

六
五
ペ
ー
ジ
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。


